
第 1 1 2 0回 教 育 委 員 会 

 

令和５年３月 15日  

県庁舎教育委員室  

１ 開   会    午後２時 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 会期の決定 

４ 報   告 

（１） 令和５年度山形県公立高等学校入学者選抜の概要について 

（高校教育課） 

（２） 米沢産業高校（仮称）の校名・校章・校歌の検討について 

（高校教育課高校改革推進室） 

５ 議   題 

議第１号 山形県教育委員会告示（口頭により開示請求を行うことができ

る個人情報）の廃止に係る臨時専決処理の承認について         

（教育政策課） 

議第２号 山形県教員「指標」の一部改正について    （教育政策課） 

議第３号 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関す

る条例の施行規程の一部を改正する規則の制定について                      

（教育政策課） 

議第４号 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について       （教職員課） 

議第５号 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等の実 

施に関し県教育委員会が定める職等を定める規則の設定について 

（教職員課） 

議第６号 山形県スポーツ推進計画の計画期間の延長について    

（スポーツ保健課） 

議第７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第４項の規定  

に基づく意見に係る臨時専決処理の承認について                      

（生涯教育・学習振興課） 

議第８号 博物館法施行細則の一部を改正する規則の制定について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第９号 山形県社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第10号 山形県図書館協議会委員の解嘱及び任命について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第11号 教育委員会職員の人事について        （教育政策課） 

議第12号 教職員の人事について             （教職員課） 

６ 閉   会 



議第 １ 号 

山形県教育委員会告示（口頭により開示請求を行うことができる個人 

情報）の廃止に係る臨時専決処理の承認について 

平成 13年５月県教育委員会告示第 10号（口頭により開示請求を行うことができる

個人情報）の廃止について、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し

又は専決させる規則（昭和 32 年 11 月県教育委員会規則第 12 号）第５条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処理したことについて承認する。 

提 案 理 由 

山形県個人情報保護条例（平成 12 年 10 月県条例第 62 号）の廃止に伴う上記告示

の廃止について、処理に緊急を要したため、教育委員会の権限に属する事務の一部を

教育長に委任し又は専決させる規則第５条第１項の規定により専決処理したので、同

条第２項の規定により承認を求めるため提案するものである。 

令和５年３月 15日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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山形県教育委員会告示第５号 

 平成 13 年５月県教育委員会告示第 10 号（口頭により開示請求を行うことができる個人情報）は、令和

５年３月 31日限り廃止する。 

  令和５年３月 14日 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹   

 

 

【参考】 

○口頭により開示請求を行うことができる個人情報 

平成 13年５月８日山形県教育委員会告示第 10号 

山形県個人情報保護条例（平成 12年 10 月県条例第 62号）第 15 条第１項の規定により、口頭により開示

請求を行うことができる個人情報を次のように定め、告示の日以降に実施する試験等から適用する。 

口頭により開示請求を行うことができる個人情報 口頭により開示請求を

行うことができる期間 

口頭により開示請求を

行うことができる場所 事項 内容 

県立学校実習教諭選考試験 一般教養筆記試験得点及び

総合ランク 

合格発表の日から１月

間 

教育庁教職員課 

県立学校寄宿舎指導員選考

試験 
同 同 同 

県立学校技能労務職員選考

試験 

総合ランク 
同 同 
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山形県教育委員会告示の廃止について 

 

１ 廃止理由 

  令和５年４月１日の改正個人情報保護法施行により、同法が地方自治体等に直接

適用されることに伴い、令和５年３月 31 日限りで山形県個人情報保護条例が廃止

されることから、同条例で規定する簡易開示制度に係る告示を廃止するもの。 

 

２ 廃止告示 

 ○ 口頭により開示請求を行うことができる個人情報（平成 13 年５月県教育委員

会告示第 10号） 

 （参考）同告示で規定する対象試験 

   ・県立学校実習教諭選考試験 

   ・県立学校寄宿舎指導員選考試験 

   ・県立学校技能労務職員選考試験 

   ※ 上記個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは口頭による

開示請求を可能とし、直ちに開示することとしていたもの。 

※ 告示廃止後も、個人情報保護法に基づき、「情報提供」としてこれまでど

おりの対応を行う予定。 

 

３ 廃止期日（告示日） 

  令和５年３月 31日（令和５年３月 14日告示） 

  なお、知事部局、人事委員会、企業局、警察本部においても、同様に採用試験等

の簡易開示に係る告示を廃止。 
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議第 ２ 号 

 

山形県教員「指標」の一部改正について 

 

山形県教員「指標」を別紙のとおり改正する。 

 

   提 案 理 由 

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の公布に伴い改正さ

れた文部科学大臣指針を踏まえ、教育公務員特例法第 22 条の３の規定に基づき、平

成 30年１月に策定した山形県教員「指標」を改正するものである。 

 

令和５年３月 15日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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山形県教員「指標」の一部改正について 
 

 

１ 山形県教員「指標」について                         
 

○ 山形県教育委員会が、平成 29年４月に施行された改正教育公務員特例法に基づき、文

部科学大臣が定める「指針」を踏まえ、本県の教員が高度専門職としての職責、経験及び

適性に応じて身に付ける資質・能力を明確化し、研修計画を策定する際に踏まえるべきも

のとして策定（平成 30年１月）したもの。 

 

 

２ 教育公務員特例法の改正等を踏まえた山形県教員「指標」の一部改正について   
 

○ 令和４年５月、教育職員免許法及び教育公務員特例法が改正され、教員免許更新制の廃

止とともに、任命権者（県教育委員会）等による教員の研修等に関する記録の作成及び資

質の向上に関する指導助言等に関する規定が整備された。 

 

○ これに併せて、文部科学大臣「指針」が改正され、教師に共通的に求められる資質・能

力について再整理された。 

 

○ 山形県教育委員会では、改正された文部科学大臣「指針」、「指標」策定以降の状況の変

化を踏まえ、山形県教員「指標」を改正するとしたもの。２月２日に開催した「山形県教

員資質向上協議会」における委員の御意見、更に２月 16日から３月６日まで実施したパ

ブリックコメントの御意見を反映。 
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山形県教員「指標」（改正案） 

山形県教育委員会 
１ 策定の趣旨 

  山形県教育委員会は、教育公務員特例法第２２条の３に基づき、文部科学大臣が定める

指標の策定に関する指針を踏まえ、県内教職課程を有する大学及び各市町村教育委員会、

各学校、保護者、産業界の共通認識を得るとともに、パブリックコメントを通じて広く県

民の意見を反映させ、本県教員が「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」（令和３

年１月 中央教育審議会答申）で示された新しい時代における教員の姿を実現するため、

高度専門職としての職責、経験及び適性に応じて身に付ける資質・能力を明確化した指標

を定める。 

２ 性格 

  指標は、本県教員が主体的に資質向上を図る際、教員としてのキャリアステージ全体を

見通し、自らの職責、経験、適性に応じて効果的・継続的な研修を行うための目安であ

り、県教育委員会が研修計画を策定する際に踏まえるべきものとする。 

 また、校長は、指標及び研修計画、研修等に関する記録を踏まえて、教員に対し資質の

向上に関する指導助言を行うものとする。 

なお、指標は、人事評価に用いるものではない。 

３ 指標が対象とする教員等の範囲 

  県教育委員会が任命権者となる県立学校、市町村立小・中学校・義務教育学校の校長、 

副校長・教頭、主幹教諭、教諭（常勤講師及び短時間勤務教諭を含む）、助教諭、養護教 

諭、養護助教諭、栄養教諭とする。 

（非常勤講師については対象としないが、研修機会の充実に努め、資質向上を図る。） 

  なお、市町村立幼稚園及び市町村立幼保連携型認定こども園の教員等の指標について

は、各市町村教育委員会の参考となるよう策定した。 

４ 校長の指標 

  校長の職責及び役割の大きさに鑑み、校長の指標を策定する。 

５ 本県が採用時に求める教員の姿（※山形県教員選考試験 基本方針より） 

（１） 児童生徒への深い教育愛と教育に対する強い使命感、責任感の
ある方

（２） 明るく心身ともに健康で、高い倫理観と規範意識を備え、法令
を遵守する方

（３） 豊かな教養とより高い専門性を身につけるために、常に学び、
自らを向上させる姿勢をもち続ける方

（４） 山形県の教員として、郷土を愛する心をもち、人とのつながり
を大切にして、地域社会においてよりよい学校や地域社会を築
こうとする方

１ 
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６ 本県教員に求める「着任時の姿」 
 「５ 本県が採用時に求める教員の姿」（※山形県教員選考試験 基本方針より）に

基づき、本県教育委員会が行う教員採用、及びその後の資質向上の前提となる、初任
者に求める「着任時の姿」を、以下のとおりとする。 

 

【 「着任時の姿」 】 

 

◯教諭（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の教諭及び主幹教諭） 

  【教職の実践に関する資質・能力】 

   １ 児童生徒に対する深い教育愛をもった上で、生徒指導及び教育相談の意義や 

原理・理論を理解している。 

２ 児童生徒の実態に応じたよりよい人間関係づくりや集団づくりについて理解 

することができる。 

    ３ 学習指導要領を理解し、授業を行うことができる。 

    ４ 学習評価の意義と方法について理解している。 

   ５ インクルーシブ教育システムの考え方や、特別な配慮や支援を必要とする 

    児童生徒の特性等を理解している。 

６ 学校におけるＩＣＴ活用の意義と情報モラルを正しく理解し、ＩＣＴ機器 

 の適切な活用ができる。 

  【教職の素養に関する資質・能力】 

   １ 言葉遣いやマナーなどの社会人としての常識を身に付け、円滑な人間関係 

をつくることができる。 

   ２ 明るく、心身ともに健康で、教養と教育に対する専門性を身に付けている。 

   ３ 「令和の日本型学校教育」を踏まえた、新しい時代における教育、学校及 

    び教職の意義や、学び続ける教師の重要性について理解している。 

   ４ 教育公務員にふさわしい倫理観と規範意識を備え、教育に対する強い使命感・ 

    責任感をもっている。 

   ５ 山形県の教員として、郷土を愛する心をもち、人とのつながりを大切にして、 

地域社会においてよりよい学校・園を築こうとしている。 

   ６ 危機管理の重要性を理解し、危機意識をもって行動しようとしている。 

 

◯養護教諭（※教諭と共通するものは除く。） 

  【養護教諭の実践に関する資質・能力】 

１ 養護教諭の職務と役割を理解し、日常の応急処置を実施することができる。 

   ２ 学習指導要領を理解し、保健指導、保健学習を行うことができる。 

   ３ 保健室の機能及び保健室経営について理解することができる。 

   ４ 人とのつながりを大切にし、児童生徒や教職員と良好なコミュニケーション 

を図ることができる。 

 

 

 

 

                                            

２ 
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◯栄養教諭（※教諭と共通するものは除く。）

【養護教諭の実践に関する資質・能力】

１ 栄養教諭の職務と役割を理解し、食育に取り組むことができる。 

２ 学校給食の意義を理解し、給食を活用した食に関する指導を行うことができる。 

３ 学習指導要領を理解し、食に関する授業・指導を行うことができる。 

４ 栄養管理責任者としての役割について理解している。 

５ 学校給食衛生管理責任者としての役割について理解している。 

◯幼稚園教諭（※教諭との整合性を図りつつ、「児童生徒」を「幼児」に、「学習指導

要領」を「幼稚園教育要領等」などに、文言を置き換えている。）

７ 指標の段階 

  指標には、本県教育委員会が新規採用教員に対して求める資質を「着任時の姿」として
第一の段階に位置付け、それも含めて以下の段階を設ける。 

◯教諭、養護教諭、栄養教諭、幼稚園教諭のキャリアステージ（５段階）

・着任時の姿   （初任時） 

・始発期  ※（初任時～３年目） 

・成長期  ※（４年目～10年目） 

・充実期  ※（11年目～20年目） 

・組織運営期  ※（21年目～退職） 

※キャリアステージごとに示した経験年数は、各教員が自ら資質向上を目指す際の

あくまでも目安であり、研修を受ける際等に参考とするものである。

例えば、本県教員としては初任であっても、他県で教員としての経験を積んでい

る場合などは、成長期にあたる研修で自らの資質向上を図ること等も考えられ

る。

３ 
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８ 指標の内容を定める観点 
  指標の内容を定めるため、教諭用、幼稚園教諭用、養護教諭用、栄養教諭用にそれぞれ、 

以下の観点を設定する。 

教諭用 

Ａ：教職の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

 

 

◯生徒指導力 

 ・児童生徒理解力・教育相談力 

・集団指導力・学級経営力 

◯学習指導力 

 ・基礎的授業力・カリキュラムマネジ 

  メント 

 ・指導の積極的改善 

 ・教師としての専門性の構築、専門教 

科の指導力強化 

◯特別支援教育力 

 ・特別支援教育の理解と実践力 

 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル  

 

◯総合的な人間力 

 ・社会力 

 ・豊かな人間性・教養 

 ・学び続ける姿勢 

◯教育公務員としての自覚 

◯チームマネジメント能力 
 ・経営参画意識 
 ・連絡調整力 
 ・チーム運営力 

 ・後輩への指導・助言力 

◯危機管理対応能力 
 ・学校安全の意識 
 ・学校情報管理の意識 

 

養護教諭用 

Ａ：養護教諭の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯養護教育力 

 ・健康相談力   ・保健管理力 

 ・保健教育力   ・保健室経営力 

 ・保健組織活動力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

◯特別支援教育力 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

栄養教諭用 

Ａ：栄養教諭の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯栄養教育力 

 ・食に関する指導力 

児童生徒理解力、食育推進力、 

給食時間における食に関する指導力、 

  教科等における食に関する指導力、 

個別的な相談指導力 

 ・学校給食管理力 

  栄養管理力、衛生管理力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

◯特別支援教育力 

 

 

 

 

 

 

※教諭用と共通 

４ 

担任力 
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校長用 

◯総合的な人間力

◯教育公務員としての自覚
◯経営・組織マネジメント力（学校経営力、人材育成力、連携・協働調整力
◯危機管理

幼稚園教諭用 

Ａ：保育の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯幼児理解力
・幼児理解力・教育相談力

◯保育指導力
・集団指導力
・基礎的保育力・カリキュラムマネジ

メント
・指導の積極的改善
・保育の専門性の構築

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル
◯特別支援教育力
・特別な支援を必要とする幼児への指
導・援助力

※教諭用と共通

９ 指標の構成 
（１）指標のキャリアステージ（５段階）を横軸とし、各観点を縦軸として、キャリアス

テージ及び観点に即した項目内容を記述し、表を作成している。
（２）各キャリアステージにおいて◯印を付けた重点項目は、各教員が自らの資質向上を

図るため研修を受講する際などに、目安として活用できるようにするものである。
（その重点の時期以前に、研修及び教員としての経験等により身に付けておくこと
は、より望ましい。）

（３）指標の「始発期」に位置付けた重点項目は、「探究型学習の趣旨理解」、「郷土愛
の育成」、「ＩＣＴ機器の活用」など、本県教育の充実に向けて、教職の早い段階
から身に付けてほしい資質として示したものである。特に、養護教諭や栄養教諭に
は、学校において、より専門性の高い教員としてその能力を発揮してほしいという
考え方から、「始発期」により多くの重点項目を位置付けている。

（４）県教育委員会は、指標のキャリアステージ及び観点等を踏まえ、各教員が資質向上
を図るための研修計画を策定する。

５ 
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10 指標の文言 
（１）指標の文言について、教諭・養護教諭・栄養教諭用においては、めざす資質・能力

像として示すため、文末表現を「～できる」としている。また、校長用においは、
資質・能力の発揮という観点から文末表現を「～を行う、～する」としている。 
 

（２）本県で使用している教育用語の中で、特に説明が必要な文言について以下に示す。 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和の日本型学校教育】 

  中央教育審議会答申で示された、「全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働

的な学びの実現」を目指す学校教育の姿 

  （出展：「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、

個別最適な学びと協働的な学びの実現～」2021.1 中央教育審議会答申） 
 

【指導助言】（山形県教員「指標」２ 性格） 

  指導助言は県費負担教職員の場合は市町村教育委員会、その他の校長及び教員の場合は任命権

者が行う。教員への指導助言は、教育委員会の指揮監督に服する校長等が実施する。 

（出展：教育公務員特例法 第 20条、「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に

関する指標の策定に関する指針 2022.8 文部科学大臣告示） 

 

【教育愛】（山形県教員「指標」５ 本県が採用時に求める教員の姿） 

  「教育愛」：一般には教育者（特に教師）の被教育者（特に児童）に対する愛をさすが、それ 

は単なる情緒的な愛ではなく、被教育者をより望ましい方向に形成することを意 

図して被教育者にはたらきかける教育活動によって表現される愛である。 

（新教育学大辞典 第一法規） 

 

【担任力】（山形県教員指標 教諭用Ａ 領域） 

  「学習指導力」「生徒指導力」「特別支援教育力」の３つを統合して、授業を核とした学級・ 

学年・教科経営を行っていく力 

    （出典：「担任力リーフレット 第１集」2013.3 山形県教育委員会） 

 

【探究型学習】（山形県教員指標 教諭用Ａ 項目２６） 

  自ら課題を設定し、基礎的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等を総合的に活用しなが

ら、主体的・協働的に解決に取り組む学習 

  （出典：「平成２９年度 学校教育指導の重点」2017.3 山形県教育委員会） 

 

【ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業】（山形県教員指標 教諭用Ａ 項目３２、幼稚

園教諭用Ａ 項目３６、養護教諭用Ａ 項目３６、栄養教諭用Ａ 項目３５） 

  「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」の定義 

「すべての児童生徒がわかる喜びや学ぶ意義を実感できるために、配慮を要する児童生徒には

『ないと困る支援』で、他の児童生徒にも『有効な支援』を、学級の実態、教科の特性、指

導場面などに合わせて工夫した授業づくり」 

（出典：研究報告書第８０号「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」2013.3 

山形県教育センター） 

 

【師表】（山形県教員指標 校長用 項目４） 

「師表」：師として人の手本・模範となること。また、そういう人。（大辞林） 

「完璧な人間がいないように、誰しも完璧な師表にはなり得ない。大切なことは、師表たる教

師になろうという意識を持ち続けること、そうなるために努力することである。教員になるとい

うこと、教員であり続けるということは、そのような覚悟が必要なのである。」 

（出典：「信頼される学校教育を推進するために～管理職等のための『校内研修活用資料』

～」及び「師表」 2011.12 山形県教育委員会 ） 

６ 
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1
児
童
生
徒
に
対
す
る
深
い
教
育
愛
を
も
っ
た
上
で
、
生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
の
意
義
や
原
理
・
理
論
を
理
解
し
て
い
る
。

○

2
児
童
生
徒
と
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
と
と
も
に
、
公
平
か
つ
受
容
的
・
共
感
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
の
よ
さ
や
可
能
性
を
把
握
し
、
学
校
生
活
や
学
習
に
対
す
る
意
欲
や
興
味
関
心
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
の
教
育
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
の
予
防
・
解
決
に
向
け
た
適
切
な
指
導
・
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

5
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
心
身
の
特
性
や
状
況
、
生
活
環
境
な
ど
を
多
面
的
に
捉
え
、
組
織
的
な
指
導
・
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

6
キ
ャ
リ
ア
教
育
や
進
路
指
導
の
意
義
を
理
解
し
、
地
域
・
社
会
や
産
業
界
と
連
携
し
な
が
ら
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
、
児
童
生
徒
が
自
分
ら
し
い

生
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

7
児
童
生
徒
の
指
導
に
つ
い
て
、
教
職
員
の
組
織
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
校
外
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
課
題
解
決
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

8
児
童
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
よ
り
よ
い
人
間
関
係
づ
く
り
や
集
団
づ
く
り
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

9
児
童
生
徒
が
互
い
の
よ
さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
や
活
躍
の
場
が
引
き
出
さ
れ
る
温
か
い
学
級
経
営
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
0
学
校
の
教
育
活
動
全
体
の
道
徳
教
育
を
通
し
て
、
生
命
や
人
権
を
尊
重
す
る
心
、
思
い
や
り
の
心
と
規
範
意
識
等
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
1
次
世
代
に
生
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
さ
せ
る
な
ど
、
生
命
尊
重
を
基
盤
と
し
た
性
と
い
の
ち
の
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
2
学
校
教
育
目
標
の
実
現
に
向
け
教
職
員
や
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
な
が
ら
、
開
か
れ
た
学
級
経
営
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
3
幼
児
期
か
ら
高
校
ま
で
の
成
長
を
見
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
視
点
に
立
っ
た
学
級
・
学
年
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
4
学
習
指
導
要
領
を
理
解
し
、
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
5
学
習
指
導
要
領
と
教
材
の
価
値
、
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
、
年
間
指
導
計
画
や
学
習
指
導
案
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
6
教
科
等
の
内
容
に
関
す
る
専
門
的
知
識
と
技
能
を
有
し
、
実
際
の
指
導
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
7
「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
「
協
働
的
な
学
び
」
の
一
体
的
な
充
実
に
向
け
て
、
学
習
内
容
の
習
熟
の
程
度
な
ど
を
踏
ま
え
た
、
学
習
者
中
心
の
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
8
学
習
指
導
要
領
や
第
６
次
山
形
県
教
育
振
興
計
画
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
幼
・
小
・
中
・
高
を
見
通
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
9
学
校
の
特
色
や
教
育
課
題
を
踏
ま
え
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
具
体
化
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
0
学
習
評
価
の
意
義
と
方
法
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

○

2
1
児
童
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
引
き
出
す
教
材
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
2
評
価
規
準
を
用
い
て
児
童
生
徒
の
学
習
状
況
を
把
握
し
、
自
ら
の
指
導
方
法
の
工
夫
・
改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
3
授
業
分
析
や
評
価
を
踏
ま
え
た
改
善
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
校
内
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
4
教
科
に
お
け
る
自
校
の
教
育
課
題
を
分
析
・
考
察
し
、
組
織
的
に
学
力
の
定
着
・
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
5
専
門
書
等
を
活
用
し
た
り
、
校
外
で
の
研
修
等
に
参
加
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
専
門
的
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
6
探
究
型
学
習
の
趣
旨
を
理
解
し
、
児
童
生
徒
が
主
体
的
・
協
働
的
に
課
題
を
解
決
し
て
い
く
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
7
郷
土
を
理
解
し
、
郷
土
に
誇
り
を
も
ち
、
地
域
と
つ
な
が
る
心
を
育
む
体
験
活
動
等
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
8
研
究
会
や
研
修
に
積
極
的
に
参
加
し
、
自
ら
の
資
質
・
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
校
内
に
情
報
発
信
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
9
同
僚
に
指
導
方
法
等
の
改
善
に
向
け
た
適
切
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
0
英
語
教
育
や
道
徳
教
育
、
人
権
教
育
、
環
境
教
育
、
国
際
理
解
教
育
な
ど
、
今
日
的
な
教
育
の
動
向
を
把
握
し
学
校
全
体
に
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
1
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
や
、
特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
の
特
性
等
を
理
解
し
て
い
る
。

○

3
2
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
3
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
適
切
な
指
導
・
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
4
個
別
の
指
導
計
画
や
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
意
義
を
理
解
し
て
作
成
し
、
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
5
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
、
専
門
知
識
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
を
も
と
に
、
教
育
的
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
6
地
域
の
関
係
機
関
の
役
割
を
理
解
し
、
連
携
し
な
が
ら
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
で
の
支
援
を
効
果
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
7
学
校
に
お
け
る
IC
T
活
用
の
意
義
と
情
報
モ
ラ
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
適
切
な
活
用
が
で
き
る
。

○

3
8
ＩＣ
Ｔ
機
器
を
、
授
業
で
柔
軟
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
「
協
働
的
な
学
び
」
の
実
現
に
向
け
、
児
童
生
徒
の
学
習
の
改
善
を
図
る
た

め
、
教
育
デ
ー
タ
を
適
切
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
9
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
積
極
的
な
活
用
を
通
し
て
、
児
童
生
徒
の
情
報
活
用
能
力
と
情
報
モ
ラ
ル
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
0
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
活
用
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
を
同
僚
と
と
も
に
推
進
し
、
学
校
の
ＩＣ
Ｔ
活
用
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
1
情
報
モ
ラ
ル
等
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
有
益
性
及
び
危
険
性
を
理
解
し
、
的
確
な
対
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

児
童
生
徒
理
解
力

・
教
育
相
談
力

学 習 指 導 力

特
別
支
援
教
育
力

担 任 力 （ 右 記 三 つ の 力 を 統 合 し て 、 授 業 を 核 と し た 学 級 ・ 学 年 ・ 教 科 経 営 を 行 っ て い く 力 ）

ＩＣ
Ｔ
活
用
力

・
情
報
モ
ラ
ル

生 徒 指 導 力

集
団
指
導
力

・
学
級
経
営
力

指
導
の
積
極
的
改
善

基
礎
的
授
業
力

・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

教
師
と
し
て
の
専
門
性
の
構
築

・
専
門
教
科
の
指
導
力
強
化

山
形
県
教
員
指
標
　
　
　
　
　
教
諭
用
Ａ
【
教
職
の
実
践
に
関
す
る
資
質
・
能
力
】
　
　
　
　
　
※
◯
印
は
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
重
点
項
目

充
実
期

組
織
運
営
期

成
長
期

着
任
時
の
姿

項
　
　
　
　
　
　
　
目

始
発
期

領
域

能
力

「
指
標
」
教
諭
用
A
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1
言
葉
遣
い
や
マ
ナ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
な
ど
の
社
会
人
と
し
て
の
常
識
を
身
に
付
け
、
円
滑
な
人
間
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
悩
み
や
困
っ
た
こ
と
が
生
じ
た
場
合
等
に
は
、
管
理
職
や
同
僚
に
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
互
い
に
相
談
し
合
え
る
雰
囲
気
を
率
先
し
て
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
教
職
員
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
性
化
し
、
相
互
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

5
明
る
く
、
心
身
と
も
に
健
康
で
、
教
養
と
教
育
に
関
す
る
専
門
性
を
身
に
付
け
て
い
る
。

○

6
日
本
及
び
外
国
の
文
化
・
歴
史
、
環
境
問
題
、
平
和
問
題
等
に
つ
い
て
の
広
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
。

○

7
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
り
、
精
神
的
な
ゆ
と
り
を
も
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

8
地
域
の
一
員
と
し
て
地
域
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
地
域
や
他
業
種
の
方
々
の
視
点
を
理
解
し
、
多
面
的
な
見
方
・
考
え
方
が
で
き
る
。

○

9
「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
を
踏
ま
え
た
、
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
育
、
学
校
及
び
教
職
の
意
義
や
、
学
び
続
け
る
教
師
の
重
要
性
に
つ
い
て
理

解
し
て
い
る
。

○

1
0
常
に
自
ら
の
学
び
を
省
察
し
、
課
題
を
発
見
し
改
善
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
1
管
理
職
や
同
僚
等
の
助
言
を
謙
虚
に
受
け
止
め
自
己
を
省
察
し
、
成
長
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
2
教
師
と
し
て
自
己
革
新
へ
の
意
欲
を
も
ち
続
け
、
様
々
な
情
報
を
適
切
に
収
集
・
整
理
・
分
析
し
、
社
会
や
学
校
を
取
り
巻
く
状
況
変
化
等
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
た
ゆ
ま
ぬ
自
己
研
鑽
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
3
教
育
公
務
員
に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
観
と
規
範
意
識
を
備
え
、
教
育
に
対
す
る
強
い
使
命
感
・
責
任
感
を
も
っ
て
い
る
。

○

1
4
高
い
倫
理
性
の
も
と
に
、
教
育
公
務
員
と
し
て
法
令
及
び
服
務
規
律
を
遵
守
し
、
規
範
意
識
を
も
っ
て
職
務
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
5
高
い
倫
理
性
と
厳
正
な
服
務
規
律
の
も
と
に
自
ら
の
使
命
・
任
務
を
遂
行
し
、
同
僚
へ
の
助
言
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
6
山
形
県
の
教
員
と
し
て
、
郷
土
を
愛
す
る
心
を
も
ち
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
、
地
域
社
会
に
お
い
て
よ
り
よ
い
学
校
・
園
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
。

○

1
7
同
僚
と
協
働
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
意
見
を
発
信
し
な
が
ら
問
題
解
決
に
向
け
て
チ
ー
ム
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
8
組
織
の
一
員
と
し
て
自
己
の
役
割
を
自
覚
し
、
限
ら
れ
た
時
間
や
資
源
を
効
果
的
に
用
い
つ
つ
、
学
校
・
園
の
運
営
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
9
学
校
・
園
を
取
り
巻
く
状
況
を
把
握
・
分
析
し
、
組
織
の
課
題
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
0
柔
軟
な
発
想
と
企
画
力
、
的
確
な
判
断
力
を
も
ち
、
全
体
最
適
の
視
点
か
ら
学
校
・
園
の
職
務
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
1
学
校
・
園
の
運
営
に
つ
い
て
、
機
会
を
自
ら
創
り
出
し
て
管
理
職
に
意
見
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
2
組
織
運
営
や
教
科
経
営
に
積
極
的
に
関
わ
り
、
学
校
・
園
の
教
育
目
標
の
実
現
に
向
け
て
工
夫
改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
3
組
織
全
体
に
つ
い
て
、
内
外
の
環
境
要
因
を
広
く
見
渡
し
な
が
ら
そ
の
特
徴
を
つ
か
み
、
強
み
を
活
か
し
た
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
4
保
護
者
や
地
域
等
と
の
連
携
の
必
要
性
を
理
解
し
、
円
滑
か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
5
学
校
・
園
の
共
通
認
識
の
も
と
、
外
部
の
専
門
機
関
と
連
携
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
6
保
護
者
、
地
域
、
関
係
機
関
等
、
様
々
な
立
場
の
人
と
協
力
し
、
広
く
情
報
収
集
し
た
り
、
適
切
に
情
報
発
信
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
7
外
部
と
の
調
整
の
実
務
担
当
者
と
し
て
、
学
校
・
園
の
課
題
に
応
じ
て
人
的
・
物
的
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
8
互
い
の
課
題
や
悩
み
に
気
付
き
、
支
え
合
う
環
境
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
経
験
の
浅
い
教
職
員
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
9
会
議
や
研
修
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
参
加
者
の
意
見
や
積
極
的
な
取
組
み
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
0
同
僚
の
特
性
や
強
み
を
見
取
り
、
そ
れ
ら
を
活
か
し
た
よ
り
よ
い
組
織
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
1
外
部
専
門
家
等
も
含
め
た
「
チ
ー
ム
学
校
」
づ
く
り
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
2
若
手
教
員
メ
ン
タ
ー
と
し
て
、
新
規
採
用
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
若
手
教
員
に
対
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
や
サ
ポ
ー
ト
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
3
同
僚
の
教
育
実
践
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
、
学
び
合
う
意
識
を
も
っ
て
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
4
自
ら
の
指
導
及
び
援
助
等
の
技
術
を
公
開
し
、
職
員
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
後
進
の
育
成
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
5
危
機
管
理
の
重
要
性
を
理
解
し
、
危
機
意
識
を
も
っ
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

○

3
6
危
険
発
生
時
の
対
処
要
領
に
則
り
、
幼
児
児
童
生
徒
の
安
全
を
第
一
に
考
え
て
、
事
件
・
事
故
、
災
害
へ
の
的
確
な
対
応
が
で
き
る
。

○

3
7
安
全
教
育
の
計
画
の
策
定
に
主
体
的
に
参
画
し
、
学
校
・
園
の
安
全
に
関
す
る
実
践
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
8
危
険
発
生
時
の
対
処
要
領
の
作
成
に
参
画
し
、
事
件
・
事
故
、
災
害
へ
の
的
確
な
対
応
が
で
き
る
。

○

3
9
パ
ソ
コ
ン
の
使
用
規
程
な
ど
を
遵
守
し
、
個
人
情
報
の
保
護
な
ど
の
安
全
管
理
に
努
め
な
が
ら
資
料
を
作
成
し
た
り
活
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
0
パ
ソ
コ
ン
の
使
用
規
程
な
ど
を
整
備
し
、
安
全
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
1
最
新
の
ＩＣ
Ｔ
技
術
の
動
向
や
実
態
を
把
握
し
て
、
安
全
管
理
の
重
要
性
の
啓
発
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

学
校
・
園
の
情
報
管
理

山
形
県
教
員
指
標
　
　
　
　
教
諭
用
Ｂ
【
教
職
の
素
養
に
関
す
る
資
質
・
能
力
】
　
　
　
　
※
◯
印
は
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
重
点
項
目

危 機 管 理 対 応 能 力

充
実
期

成
長
期

組
織
運
営
期

着
任
時
の
姿

総 合 的 な 人 間 力

豊
か
な
人
間
性

・
教
養

学
び
続
け
る
姿
勢

領
域

能
力

項
　
　
　
　
　
　
　
目

始
発
期

教
育
公
務
員
と
し
て
の
自
覚

学
校
・
園
の
安
全
管
理

連
絡
調
整
力

社
会
力

経
営
参
画
意
識

チ ー ム マ ネ ジ メ ン ト 能 力

後
輩
へ
の
指
導

・
助
言
力

チ
ー
ム
運
営
力

「
指
標
」
教
諭
用
B
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能　　力

5

6

8

9

10

11

②人材発掘 13

③人事評価 14

②教育委員会等
との連携・協働

16

③開かれた
学校づくり

17

19

②学校情報管理 20

危
機
管
理

①学校安全管理

18
危機管理マニュアルの整備や防災教育の充実を図り、事故等の未然防止に向け
平素から職員の危機管理能力を高めるとともに、緊急時の対応においてリーダー
シップを発揮する。

予算編成の趣旨を踏まえ効果的な予算の執行管理及び公金や諸帳簿の管理を
適切に行うとともに、校舎内外の学校施設の修繕・安全管理を徹底する。

ＨＰ、校内ネットワーク、ソフトウェア等における情報漏洩防止のため、厳正なセ
キュリティ管理を実施する。

連
携
・
協
働
調
整
力

①保護者・地域と
の連携・協働

15
保護者、地域の多様な関心やニーズを的確に把握し、学校の教育計画や教育活
動に適切に外部の方の参画を促すなど、連携・協働を推進し、学校内外の関係者
の相互作用により学校の教育力を最大化する。

学校の課題解決に向けて、教育委員会や関係機関と連携・協働する。

地域の自然・歴史・文化・産業等の特色を活かし、郷土愛や地域への参画意識を
醸成するため、家庭・地域に開かれた学校づくりを行う。

教育公務員としての自覚 4
教育公務員として自ら法令を遵守し、「師表」となるべく誠実かつ厳正に職務を遂
行するとともに、自らを範とする努力を重ね教職員を指導する。

②カリキュラム
マネジメント

7
教育目標の具現化に向けて学校の使命や教職員の実態等を踏まえ、特色を活か
したカリキュラムの作成・管理・改善にリーダーシップを発揮する。

経
営
・
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力

学
校
経
営
力

①学校経営目標
の設定と達成

自校の実態と使命を踏まえ、様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する
情報を収集・整理・分析、組織内で共有しながら先見性をもって経営目標を策定
し、その実現に向けて経営戦略を構築する。

学校評価をもとに教育活動や学校運営の状況を的確に把握し、継続的な評価・改
善を行うとともに、積極的な情報発信を行い、説明責任を的確に果たす。

③組織体制づく
り

組織運営にかかわる内部・外部の環境条件を把握し、事務職員、技能職員等の職
務も理解しながら、強みを活かした教育活動の実現に向けた組織づくりを行う。

「いのち」を大切にし、生命をつなぐ教育を推進するとともに、いじめや不登校等の
生徒指導上の課題に、組織で対応する「チーム学校」づくりに指導性を発揮する。

職場内のコミュニケーションを通じて協働性・同僚性・服務規律の高い教職員集団
を育成する。

業務の効率化を図り、ゆとりを生み出すとともに、教職員のメンタルヘルス管理及
びハラスメント防止を進め、良好な職場環境づくりを行う。

人
材
育
成
力

①人材育成 12
教職員一人一人の能力や適性を把握し、チームや学年、教科等によるOJTを推進
するとともに、キャリアステージに応じた外部での研修を促す。

ミドルリーダー・シニアリーダーの育成を図り、管理職にふさわしい人材を発掘す
る。

人事評価について十分に理解を深め、所属職員に対して適切な指導助言を行う。

山形県教員指標　校長用

領域 項　　　　目

総
合
的
な
人
間
力

管理職としての
見識

1
学校の責任者として、自己管理に努め、職業倫理の模範を示すとともに、豊かな
経験にもとづき、的確で迅速な判断・決断をしリーダーシップを発揮する。

2
国や県、市町村教育委員会の教育施策について情報を収集し、広い視野で自校
を取り巻く状況を把握し、教育哲学や理念に基づいた学校経営を行う。

学び続ける姿勢 3
「令和の日本型学校教育」の実現のため、自ら研究と修養に励み資質・能力を磨く
とともに、職務上の自らの言動や行動を絶えず省察し、校長としてのマネジメント
力等の向上を図る。

☆「指標」 校長用☆
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1
児
童
生
徒
に
対
す
る
深
い
教
育
愛
を
も
っ
て
い
る
。

○
１

2
い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
の
教
育
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
の
予
防
・
解
決
に
向
け
た
指
導
・
支
援
を
行
う
と
と
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
学
校
内
（
学
校
医
等
を
含
む
）
の
関
係
者
及
び
地
域
の
関
係
機
関
等
と
連
携
を
図
っ
た
、
健
康
相
談
を
組
織
的
に
推
進
で
き
る
。

○

4
学
校
で
の
事
例
検
討
会
を
積
極
的
に
開
催
す
る
な
ど
、
心
身
の
健
康
課
題
の
解
決
に
向
け
て
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

5
養
護
教
諭
の
職
務
と
役
割
を
理
解
し
、
日
常
の
応
急
処
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
２

6
健
康
に
関
す
る
個
人
情
報
の
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

7
健
康
観
察
や
健
康
診
断
等
を
実
施
し
、
児
童
生
徒
の
健
康
に
関
す
る
課
題
把
握
と
そ
の
解
決
に
資
す
る
取
組
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

8
必
要
に
応
じ
て
地
域
の
医
療
機
関
等
と
連
携
し
て
、
応
急
処
置
、
健
康
相
談
、
保
健
指
導
、
疾
病
予
防
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

9
学
校
薬
剤
師
と
連
携
し
、
教
職
員
に
よ
る
学
校
環
境
衛
生
の
日
常
的
な
点
検
へ
の
協
力
と
助
言
が
で
き
る
。

○

1
0
学
校
で
の
事
件
・
事
故
、
災
害
等
の
予
防
的
措
置
や
健
康
に
関
す
る
危
機
管
理
・
組
織
的
対
応
の
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
1
管
理
職
と
と
も
に
、
事
故
予
防
に
学
校
全
体
が
主
体
的
に
取
り
組
む
体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
2
児
童
生
徒
の
心
身
の
健
康
管
理
を
行
う
に
あ
た
り
、
学
校
内
外
に
お
い
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
3
学
習
指
導
要
領
を
理
解
し
、
保
健
指
導
、
保
健
学
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
３

1
4
学
級
担
任
・
保
健
体
育
科
教
諭
等
と
連
携
し
、
保
健
教
育
の
実
施
や
資
料
提
供
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
5
次
世
代
に
生
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
、
生
命
尊
重
を
基
盤
と
し
た
性
と
い
の
ち
の
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
6
保
健
指
導
、
保
健
学
習
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
展
開
で
き
る
。

○

1
7
保
健
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、
家
庭
や
地
域
に
情
報
発
信
し
、
学
校
保
健
活
動
へ
の
理
解
や
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
8
各
教
科
や
特
別
活
動
等
に
お
け
る
保
健
に
関
す
る
指
導
計
画
の
策
定
に
参
画
で
き
る
。

○

1
9
管
理
職
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
の
健
康
課
題
の
解
決
に
向
け
た
体
制
づ
く
り
が
で
き
る
。

○

2
0
保
健
室
の
機
能
及
び
保
健
室
経
営
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
４

2
1
保
健
室
の
環
境
整
備
が
で
き
る
。

○

2
2
保
健
室
経
営
計
画
を
策
定
し
、
教
職
員
、
保
護
者
へ
の
周
知
と
と
も
に
、
実
施
、
評
価
、
改
善
を
行
い
、
効
果
的
に
保
健
室
経
営
が
で
き
る
。

○

2
3
学
校
保
健
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
な
り
、
学
校
保
健
活
動
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
果
た
す
保
健
室
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
4
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
学
校
全
体
の
児
童
生
徒
理
解
の
上
に
立
っ
た
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
5
地
域
の
健
康
づ
く
り
の
取
組
み
と
連
携
し
た
保
健
室
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
6
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、
児
童
生
徒
や
教
職
員
と
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
５

2
7
児
童
生
徒
保
健
委
員
会
活
動
に
お
い
て
、
児
童
生
徒
が
主
体
的
に
活
動
で
き
る
よ
う
指
導
が
で
き
る
。

○

2
8
健
康
に
関
す
る
校
内
研
修
を
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
の
共
通
理
解
を
図
り
、
組
織
的
に
学
校
保
健
活
動
が
で
き
る
。

○

2
9
学
校
保
健
委
員
会
等
の
組
織
活
動
の
企
画
・
運
営
に
参
画
し
、
学
校
医
、
保
護
者
及
び
関
係
者
の
参
加
・
協
力
体
制
を
構
築
で
き
る
。

○

3
0
教
職
員
の
保
健
部
の
組
織
が
円
滑
に
機
能
す
る
よ
う
、
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
1
情
報
モ
ラ
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
適
切
な
活
用
が
で
き
る
。

○
7

3
2
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
情
報
活
用
能
力
と
情
報
モ
ラ
ル
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
3
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
活
用
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
を
同
僚
と
と
も
に
推
進
し
学
校
の
IC
T
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
4
情
報
モ
ラ
ル
等
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
有
益
性
及
び
危
険
性
を
理
解
し
、
的
確
な
対
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
5
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
を
理
解
し
て
い
る
。

○
６

3
6
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
授
業
や
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
7
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
適
切
な
指
導
・
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
8
個
別
の
指
導
計
画
や
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
意
義
を
理
解
し
、
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
9
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
、
深
い
専
門
知
識
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
を
も
と
に
、
教
育
的
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
0
地
域
の
関
係
機
関
の
役
割
を
理
解
し
、
連
携
し
な
が
ら
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
で
の
支
援
を
効
果
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

○

特
別
支
援
教
育
力

健
康
相
談
力

保
健
管
理
力

ＩＣ
Ｔ
活
用
力

・
情
報
モ
ラ
ル

始
発
期

保
健
教
育
力

保
健
室

経
営
力

保
健
組
織

活
用
力

山
形
県
教
員
指
標
　
　
　
養
護
教
諭
用
Ａ
【
養
護
教
諭
の
実
践
に
関
す
る
資
質
・
能
力
】
　
　
　
　
※
◯
印
は
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
重
点
項
目

組
織
運
営
期

充
実
期

成
長
期

着
任
時
の
姿

項
　
　
　
　
　
　
　
目

能
力
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用
A

今
後
改
正
を
検
討

議2-12



1
児
童
生
徒
に
対
す
る
深
い
教
育
愛
を
も
っ
て
い
る
。

○
１

2
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
と
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
と
と
も
に
、
公
平
か
つ
受
容
的
・
共
感
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
不
登
校
や
い
じ
め
な
ど
の
教
育
課
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
の
予
防
・
解
決
に
向
け
た
適
切
な
指
導
・
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
栄
養
教
諭
の
職
務
と
役
割
を
理
解
し
、
食
育
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

○
２

5
児
童
生
徒
の
実
態
を
把
握
し
、
食
に
関
す
る
指
導
に
お
け
る
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

6
学
校
教
育
目
標
を
踏
ま
え
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
に
よ
る
食
に
関
す
る
指
導
及
び
全
体
計
画
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

7
食
に
関
す
る
指
導
体
制
に
つ
い
て
評
価
し
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
り
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

8
学
校
給
食
の
意
義
を
理
解
し
、
給
食
を
活
用
し
た
食
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
３

9
学
校
給
食
を
教
材
と
し
て
活
用
し
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
資
料
提
供
や
助
言
等
を
行
い
、
学
級
担
任
と
連
携
し
食
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
0
地
域
の
食
生
活
や
産
業
等
を
理
解
し
、
郷
土
料
理
や
地
場
産
物
の
導
入
等
の
工
夫
を
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
食
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
1
学
習
指
導
要
領
を
理
解
し
、
食
に
関
す
る
授
業
・
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
４

1
2
教
科
や
学
級
活
動
の
ね
ら
い
を
理
解
し
、
学
級
担
任
や
教
科
担
任
等
と
連
携
し
た
食
に
関
す
る
授
業
や
指
導
、
資
料
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
3
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
活
か
し
た
学
習
指
導
に
つ
い
て
理
解
し
、
指
導
方
法
の
工
夫
・
改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
4
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
基
礎
的
な
知
識
を
習
得
し
、
栄
養
教
諭
が
行
う
個
別
指
導
や
関
係
者
と
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
5
肥
満
や
痩
身
、
偏
食
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
児
童
生
徒
と
保
護
者
に
、
担
任
、
養
護
教
諭
と
連
携
し
、
栄
養
管
理
や
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
6
児
童
生
徒
や
保
護
者
に
対
す
る
適
切
な
栄
養
管
理
や
指
導
を
行
う
た
め
の
、
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
7
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
な
ど
食
に
関
す
る
専
門
性
を
高
め
、
児
童
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
実
践
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
8
栄
養
管
理
責
任
者
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

○
５

1
9
学
校
給
食
実
施
基
準
を
理
解
し
、
適
切
な
食
品
構
成
や
栄
養
量
に
基
づ
い
た
献
立
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
0
教
科
等
と
連
携
さ
せ
、
学
校
給
食
を
教
材
と
し
て
効
果
的
に
活
用
で
き
る
ね
ら
い
を
持
っ
た
献
立
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
1
児
童
生
徒
の
栄
養
摂
取
状
況
や
残
食
調
査
等
に
よ
り
課
題
を
把
握
し
、
食
に
関
す
る
指
導
や
献
立
作
成
へ
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
2
自
己
管
理
能
力
を
育
成
し
た
り
、
食
へ
の
関
心
を
高
め
た
り
す
る
献
立
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
3
児
童
生
徒
の
食
に
関
す
る
知
識
や
学
習
状
況
を
把
握
し
、
教
材
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
献
立
の
工
夫
や
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
4
残
食
調
査
や
栄
養
摂
取
状
況
等
の
評
価
に
基
づ
き
、
改
善
策
を
考
え
実
践
し
、
児
童
生
徒
の
健
康
状
態
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
5
学
校
給
食
衛
生
管
理
責
任
者
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

○
６

2
6
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
に
基
づ
き
、
施
設
・
設
備
、
食
品
、
学
校
給
食
調
理
員
の
衛
生
に
つ
い
て
点
検
や
指
導
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
7
給
食
関
係
者
と
連
携
し
、
安
心
・
安
全
な
食
材
の
選
定
や
物
資
管
理
を
行
い
、
諸
帳
簿
の
記
録
等
の
校
務
処
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
8
食
中
毒
や
異
物
混
入
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
発
症
防
止
等
の
危
機
管
理
体
制
を
構
築
し
、
対
応
方
策
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
9
衛
生
管
理
責
任
者
と
し
て
、
校
長
、
所
長
、
養
護
教
諭
、
学
校
医
・
薬
剤
師
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
調
理
場
の
運
営
・
改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
0
情
報
モ
ラ
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
適
切
な
活
用
が
で
き
る
。

○
８

3
1
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
情
報
活
用
能
力
と
情
報
モ
ラ
ル
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
2
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
活
用
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
を
教
職
員
と
と
も
に
推
進
し
、
学
校
の
ＩＣ
Ｔ
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
3
情
報
モ
ラ
ル
等
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
有
益
性
及
び
危
険
性
を
理
解
し
、
的
確
な
指
導
や
対
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
4
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
を
理
解
し
て
い
る
。

○
７

3
5
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
授
業
・
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
6
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
適
切
な
指
導
・
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
7
個
別
の
指
導
計
画
や
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
意
義
を
理
解
し
、
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
8
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
、
専
門
知
識
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
を
も
と
に
、
教
育
的
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
9
地
域
の
関
係
機
関
の
役
割
を
理
解
し
、
連
携
し
な
が
ら
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
で
の
支
援
を
効
果
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

○

山
形
県
教
員
指
標
　
　
　
　
栄
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教
諭
用
Ａ
【
栄
養
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諭
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す
る
資
質
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能
力
】
　
　
　
　
※
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は
、
そ
の
段
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に
お
け
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重
点
項
目
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力

栄
養
管
理
力

始
発
期

ＩＣ
Ｔ
活
用
力

・
情
報
モ
ラ
ル

児
童
生
徒
理
解
力

食 に 関 す る 指 導 力 学 校 給 食 管 理 力

特
別
支
援
教
育
力

「
指
標
」
栄
養
教
諭
用
A

今
後
改
正
を
検
討

議2-13



1
幼
児
に
対
す
る
深
い
教
育
愛
を
も
っ
て
い
る
。

○
１

2
幼
児
と
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
と
と
も
に
、
公
平
か
つ
受
容
的
・
共
感
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
一
人
一
人
の
幼
児
の
よ
さ
を
見
取
り
、
園
生
活
に
対
す
る
意
欲
や
興
味
関
心
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
幼
児
一
人
一
人
の
心
身
の
特
性
や
状
況
、
生
活
環
境
な
ど
を
多
面
的
に
捉
え
、
発
達
や
個
に
応
じ
た
指
導
・
援
助
が
で
き
る
。

○

5
い
じ
め
や
登
園
渋
り
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
常
に
情
報
を
収
集
し
、
予
防
や
解
決
に
向
け
た
適
切
な
指
導
・
援
助
が
で
き
る
。

○

6
保
護
者
の
子
育
て
の
悩
み
等
に
つ
い
て
理
解
・
受
容
し
、
適
切
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

7
小
学
校
と
の
円
滑
な
接
続
の
必
要
性
を
理
解
し
、
発
達
や
学
び
の
連
続
性
を
見
通
し
た
指
導
・
援
助
が
で
き
る
。

○

8
幼
児
の
指
導
・
援
助
に
関
す
る
課
題
を
捉
え
、
教
職
員
の
組
織
を
活
用
し
、
課
題
解
決
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

9
幼
児
の
実
態
に
応
じ
た
よ
り
よ
い
人
間
関
係
づ
く
り
や
集
団
づ
く
り
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
２

1
0
幼
児
が
互
い
の
よ
さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
安
心
・
安
全
に
過
ご
せ
る
温
か
い
集
団
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
1
園
生
活
に
お
け
る
体
験
を
通
し
て
、
生
命
を
大
切
に
す
る
心
や
思
い
や
り
の
心
、
規
範
意
識
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
2
園
目
標
の
実
現
に
向
け
、
教
職
員
や
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
な
が
ら
、
開
か
れ
た
保
育
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
3
地
域
や
園
の
実
態
に
応
じ
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
等
と
の
連
携
や
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
4
幼
稚
園
教
育
要
領
等
を
理
解
し
、
保
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
３

1
5
幼
稚
園
教
育
要
領
等
と
幼
児
の
実
態
、
教
材
の
価
値
を
踏
ま
え
、
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
6
保
育
に
関
す
る
専
門
的
知
識
と
技
能
を
有
し
、
実
際
の
指
導
・
援
助
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
7
保
育
の
ね
ら
い
に
応
じ
て
、
指
導
・
援
助
や
環
境
構
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
8
一
人
一
人
の
幼
児
の
興
味
や
欲
求
に
応
じ
て
、
適
切
な
指
導
・
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

1
9
幼
稚
園
教
育
要
領
、
学
習
指
導
要
領
、
「
第
６
次
山
形
県
教
育
振
興
計
画
」
の
趣
旨
を
活
か
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
0
園
の
特
色
を
活
か
し
、
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
具
体
化
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
1
幼
児
理
解
に
基
づ
い
た
評
価
の
意
義
と
方
法
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

○
４

2
2
幼
児
理
解
に
基
づ
い
た
評
価
の
在
り
方
を
理
解
し
、
幼
児
一
人
一
人
の
よ
さ
や
可
能
性
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
3
幼
児
の
実
態
や
状
況
の
変
化
等
に
即
し
て
、
指
導
過
程
の
評
価
を
行
い
、
指
導
計
画
の
工
夫
・
改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
4
指
導
過
程
の
評
価
に
つ
い
て
、
園
全
体
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
5
評
価
の
妥
当
性
や
信
頼
性
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
創
意
工
夫
を
行
い
、
組
織
的
・
計
画
的
な
取
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
6
専
門
書
等
を
活
用
し
た
り
、
園
外
で
の
研
修
等
に
参
加
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
専
門
的
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
7
郷
土
に
愛
着
を
も
ち
、
郷
土
を
大
切
に
思
う
心
を
育
む
体
験
活
動
等
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
8
指
導
力
の
向
上
や
園
の
課
題
の
解
決
に
活
か
せ
る
研
究
会
や
研
修
に
参
加
し
、
教
職
員
に
広
く
情
報
発
信
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

2
9
園
の
課
題
解
決
や
指
導
力
向
上
に
向
け
て
、
教
職
員
に
適
切
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
0
国
や
県
、
市
町
村
等
に
お
け
る
今
日
的
な
保
育
の
動
向
を
把
握
し
、
そ
れ
ら
を
園
全
体
に
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
1
情
報
モ
ラ
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
適
切
な
活
用
が
で
き
る
。

○
６

3
2
幼
児
の
体
験
と
の
関
連
を
考
慮
し
、
ＩＣ
Ｔ
機
器
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
3
ＩＣ
Ｔ
機
器
の
活
用
を
教
職
員
と
と
も
に
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
、
園
の
ＩＣ
Ｔ
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
4
情
報
モ
ラ
ル
等
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
有
益
性
及
び
危
険
性
を
理
解
し
、
保
護
者
に
的
確
な
指
導
や
助
言
が
で
き
る
。

○

3
5
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
を
理
解
し
て
い
る
。

○
５

3
6
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
指
導
・
援
助
や
環
境
構
成
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
7
幼
児
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
適
切
な
指
導
・
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
8
個
別
の
指
導
計
画
や
支
援
計
画
の
意
義
を
理
解
し
、
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

3
9
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
、
専
門
知
識
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
を
も
と
に
指
導
・
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○

4
0
地
域
の
関
係
機
関
の
役
割
を
理
解
し
、
連
携
し
な
が
ら
、
園
・
家
庭
・
地
域
で
の
指
導
・
援
助
を
効
果
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

○

幼 児 理 解 力

幼
児
理
解
力

・
教
育
相
談
力

指
導
の
積
極
的
改
善

基
礎
的
保
育
力

・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

市
町
村
教
育
委
員
会
参
考
用
　
　
　
幼
稚
園
教
諭
用
Ａ
　
【
保
育
の
実
践
に
関
す
る
資
質
・
能
力
】
　
　
※
◯
印
は
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
重
点
項
目

充
実
期

組
織
運
営
期

成
長
期

着
任
時
の
姿

領
域

能
力

項
　
　
　
　
　
　
　
目

始
発
期

保
育
の

専
門
性
の
構
築

保 育 指 導 力

ＩＣ
Ｔ
活
用
力

・
情
報
モ
ラ
ル

集
団
指
導
力

特
別
支
援
教
育
力

「
指
標
」
幼
稚
園
教
諭
用
A

今
後
改
正
を
検
討

議2-14



山形県教員指標　教諭用Ａ【教職の実践に関する資質・能力】 ※◯印は、その段階における重点項目

1
児童生徒に対する深い教育愛をもった上で、生徒指導及び教育相談の意義や
原理・理論を理解し ている。

○

2
児童生徒と積極的にコミュニケーションを図るとともに、公平かつ受容的・共
感的に関わることができる。

○

3
一人一人の児童生徒のよさや可能性を把握し、学校生活や学習に対する意欲や
興味関心を引き出すことができる。

○

4
いじめや不登校などの教育課題について理解し、その予防・解決に向けた適切
な指導・支援を行うことができる。

○

5
児童生徒一人一人の心身の特性や状況、生活環境などを多面的に捉え、組織的
な指導・支援を行うことができる。

○

6

 児童生徒の夢や目標を理解し、社会での自立を目指して、将来の生き方を考え
 させる学習を進めるキャリア教育や進路指導の意義を理解し、地域・社会や
産業界と連携しながら、学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が自分らし
い生き方を実現するための力を育成する ことができる。

○

7
児童生徒の指導について、教職員の組織を活用するとともに、校外の関係機関
と連携して課題解決にあたることができる。

○

8
児童生徒の実態に応じたよりよい人間関係づくりや集団づくりについて理解す
ることができる。

○

9
児童生徒が互いのよさを認め合いながら、それぞれの可能性や活躍の場が引き
出される 安心・安全に過ごせる温かい学級経営に取り組むことができる。

○

10
学校の教育活動全体の道徳教育を通して、生命や人権を尊重する心、思いやり
の心と規範意識等を育むことができる。【県独自】

○

11
次世代に生命をつなぐことの大切さを考えさせるなど、生命尊重を基盤とした
性といのちの教育を行うことができる。【県独自】

○

⑤ⅱ子供それぞれの可能性や活躍の場を引き出
す集団づくり（学級経営）

A9
修正

12
学校教育目標の実現に向け教職員や家庭・地域と連携しながら、開かれた学級
経営を進めることができる。

○

13 幼児期から高校までの成長を見通したキャリア発達の視点に立った学級・学年
経営を行うことができる。

○

14 学習指導要領を理解し、授業を行うことができる。 ○

15
学習指導要領と教材の価値、児童生徒の実態を踏まえ、年間指導計画や学習指
導案を作成することができる。

○

16
教科等の内容に関する専門的知識と技能を有し、実際の指導に活かすことがで
きる。

○

①ⅰ関係法令、学習指導要領及び子供の心身の
発達や学習過程に関する理解

A14 A15 A17 A20 A29 17
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向けて、 学習内容
の習熟の程度などを踏まえ てた、 個に応じた学習者中心の指導を行うことがで
きる。

○

①ⅱ子どもたちの「主体的・対話的で深い学
び」の実現に向けた授業改善

A16 A25 18
学習指導要領や第６次山形県教育振興計画の趣旨を踏まえ、幼・小・中・高を
見通したカリキュラムづくりを推進することができる。

○

19
学校の特色や教育課題を踏まえたカリキュラムのＰＤＣＡサイクルを具体化
し、実践することができる。

○

20 学習評価の意義と方法について理解している。 ○

②ⅰカリキュラム・マネジメントの意義の理解 A14 A19 児童生徒の興味・関心を引き出す教材研究を行うことができる。 ○

②ⅱ教科等横断的な視点や教育課程の評価、人
的・物的な体制の確保・改善等の観点

A18 A19 21
評価規準を用いて児童生徒の学習状況を把握し、自らの指導方法の工夫・改善
を行うことができる。

○

②ⅲ組織的かつ計画的な教育課程の編成・実施
と学校の実態に応じた改善等

A15 A18 A19 22
授業分析や評価を踏まえた改善の方向性について、校内にフィードバックする
ことができる。

○

③ⅰ子供の興味・関心を引き出す教材研究によ
る授業設計・実践・評価・改善等

23
教科における自校の教育課題を分析・考察し、組織的に学力の定着・向上に取
り組むことができる。

○

③ⅱ他教師と協働した授業研究等による授業設
計・実践・評価・改善等

A22 A23 A27 24
専門書等を活用したり、校外での研修等に参加したりすることで、専門的知
識・技能を習得することができる。

○

25
探究型学習の趣旨を理解し、児童生徒が主体的・協働的に課題を解決していく
力を育成することができる。

○

26
郷土を理解し、郷土に誇りをもち、地域とつながる心を育む体験活動等を進め
ることができる。【県独自】

○

27
研究会や研修に積極的に参加し、自らの資質・能力を高めるとともに、校内に
情報発信をすることができる。

○

28
同僚に指導方法等の改善に向けた適切な助言を行うことができる。【校内研修
活性化】

○

29
英語教育や道徳教育、人権教育、環境教育、国際理解教育など、今日的な教育
の動向を把握し学校全体に広めることができる。

○

30
学校におけるICT活用の意義と 情報モラルを正しく理解し、ＩＣＴ機器の適切
な活用ができる。

○

31

 パソコンやタブレット、デジタル教科書などのＩＣＴ機器を、授業で柔軟に活
用するとともに、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現に向け、児
童生徒の学習の改善を図るため、教育データを適切に活用する ことができ
る。

○

32
ＩＣＴ機器の積極的な活用を通して、児童生徒の情報活用能力と情報モラルを
育成することができる。

○  ○

33
ＩＣＴ機器の活用、情報モラル教育を同僚とともに推進し、学校のＩＣＴ 環境
 の整備活用を進めることができる。

○

34
情報モラル等に関する情報収集を行い、ＳＮＳ等の有益性及び危険性を理解
し、的確な対策を行うことができる。

○

35
インクルーシブ教育システムの考え方や、特別な配慮や支援を必要とする児童
生徒の特性等を理解している。

○

36 ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業を行うことができる。 ○

37
児童生徒一人一人の教育的ニーズを踏まえた適切な指導・支援を行うことがで
きる。

○

38
個別の指導計画や個別の教育支援計画の意義を理解して作成し、活用すること
ができる。

○

39
共生社会の実現に向け、専門知識やコーディネート力をもとに、教育的支援を
行うことができる。

○

40
地域の関係機関の役割を理解し、連携しながら、学校・家庭・地域での支援を
効果的につなぐことができる。

○

特別支援教育力

・着任時の姿：初任時　　　・始発期：１～３年目　　　・成長期：４～１０年目　　　・充実期：１１～２０年目　　　・組織運営期：２１年目～　　

A37 A38 A39 A40

特別な配慮や支援
を必要とする子供

への対応
に主として関するもの

①特別な配慮や支援を必要とする子供の特性等を理解し、組織的
に対応するために必要となる知識や支援方法を身に付けるととも
に、学習上・生活上の支援の工夫を行うことができる。

①特別な配慮や支援を必要とする子供の特性等
の理解と組織的対応のための知識や支援方法の
習得、特別な配慮や支援を要する子供への学習
上・生活上の支援の工夫

A35
修正

A36

ＩＣＴ活用力
・情報モラル

②「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現に向け、児童生
徒等の学習の改善を図るため、教育データを適切に活用すること
ができる。

②「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実
現に向け、児童生徒等の学習の改善を図るた
め、教育データを適切に活用することができ
る。

A31
修正

ICTや情報・
教育データの利活用
に主として関するもの

①学校におけるＩＣＴの活用の意義を理解し、授業や校務等に
ICTを効果的に活用するとともに、児童生徒等の情報活用能力
（情報モラルを含む。）を育成するための授業実践等を行うこと
ができる。

①学校におけるＩＣＴの活用の意義を理解し、
授業や校務等にICTを効果的に活用するととも
に、児童生徒等の情報活用能力（情報モラルを
含む。）を育成するための授業実践等を行うこ
とができる。

A30
修正

A31 A32 A33 A34

A24

学習指導
に主として関するもの

②カリキュラム・マネジメントの意義を理解し、教科等横断的な
視点や教育課程の評価、人的・物的な体制の確保・改善等の観点
をもって、組織的かつ計画的に教育課程を編成・実施し、常に学
校の実態に応じて改善しようとしている。

③子供の興味・関心を引き出す教材研究や、他の教師と協働した
授業研究などを行いながら、授業設計・実践・評価・改善等を行
うことができる。

A20、A21
の間に新設

教師としての
専門性の構築
・専門教科の
指導力強化

④各教科等においてそれぞれの特質に応じた見方・考え方を働か
せながら、資質・能力を育むために必要となる各教科等の専門的
知識を身に付けている。

④各教科等においてそれぞれの特質に応じた見
方・考え方を働かせながら、資質・能力を育む
ために必要となる各教科等の専門的知識を身に
付けている

A16

基礎的授業力
・カリキュラム
マネジメント

①関係法令、学習指導要領及び子供の心身の発達や学習過程に関
する理解に基づき、子供たちの「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けた授業改善を行うなど、「個別最適な学び」と「協働
的な学び」の一体的な充実に向けて、学習者中心の授業を創造す
ることができる。 ①ⅲ「個別最適な学び」と「協働的な学び」の

一体的な充実に向けた学習者中心の授業の創造
A17
修正

A5

④キャリア教育や進路指導の意義を理解し、地域・社会や産業界
と連携しながら、学校の教育活動全体を通じて、子供が自分らし
い生き方を実現するための力を育成することができる。

④キャリア教育や進路指導の意義を理解し、地
域・社会や産業界と連携しながら、学校の教育
活動全体を通じて、子供が自分らしい生き方を
実現するための力を育成することができる。

A6
修正

A13

学
習
指
導
力

集団指導力
・学級経営力

指導の積極的
改善

生
徒
指
導
力

児童生徒理解力
・教育相談力

生徒指導
に主として関するもの

①子供一人一人の特性や心身の状況を捉え、良さや可能性を伸ば
す姿勢を身に付けている。

①子供一人一人の特性や心身の状況を捉え、良
さや可能性を伸ばす姿勢を身に付けている。

A3

③教育相談の意義や理論（心理・福祉に関する基礎的な知識を含
む。）を理解し、子供一人一人の課題解決に向け、個々の悩みや
思いを共感的に受け止め、学校生活への適応や人格の成長への援
助を行うことができる。

③教育相談の意義や理論（心理・福祉に関する
基礎的な知識を含む。）を理解し、子供一人一
人の課題解決に向け、個々の悩みや思いを共感
的に受け止め、学校生活への適応や人格の成長
への援助を行うことができる。

A1
修正

A2 A4

②生徒指導の意義や原理を理解し、他の教職員や関係機関等と連
携しつつ、個に応じた指導や集団指導を実践することができる。

②生徒指導の意義や原理を理解し、他の教職員
や関係機関等と連携しつつ、個に応じた指導や
集団指導を実践することができる。

A1
修正

A5 A7

⑤子供の心身の発達の過程や特徴を理解し、一人一人の状況を踏
まえながら、子供達との信頼関係を構築するとともに、それぞれ
の可能性や活躍の場を引き出す集団づくり（学級経営）を行うこ
とができる。

⑤ⅰ子供一人一人の心身の発達の過程や特徴の
理解、一人一人の状況を踏まえた、子供達との
信頼関係の構築

A2

国の指針と県の指標（教諭用A）との対応について 参考

●国の指針で示された「教師に共通的に求められる資質能力」 ●国指針と県指標の対応 領域 能力 項　　　　　　　目 着任時
の姿

始発期 成長期 充実期
組織

運営期

指標策定後のＩＣＴ環

境変化を踏まえ追記

【県独自】

（ ）資料３－１

（ 改正指針及び意見を踏まえ、右側の表 黄色の網掛け部 のとおり修正 ）
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山形県教員指標　教諭用Ｂ【教職の素養に関する資質・能力】　 ※◯印は、その段階における重点項目

1
言葉遣いやマナー、コミュニケーション力 などの社会人としての常識を身に付
け、円滑な人間関係をつくることができる。

○

2
悩みや困ったことが生じた場合等には、管理職や同僚に相談することができ
る。

○

3 互いに相談し合える雰囲気を率先してつくることができる。 ○

①ⅱ（教師の）社会的役割・服務等の理解 B13 B14 4
教職員間のコミュニケーションを活性化し、相互理解を促進することができ
る。

○

①ⅲ国内外の変化に合わせて常に学び続ける意
識

B6 B9 B10 B11
B12
修正

5 明るく、心身ともに健康で、教養と教育に関する専門性を身に付けている。 ○

6
日本及び外国の文化・歴史、環境問題、平和問題等についての広い知識を持っ
ている。

○

②ⅰ豊かな人間性や人権意識 B1 B5 B6 7
仕事と生活の調和を図り、精神的なゆとりをもって仕事に取り組むことができ
る。【県独自】

○

8
地域の一員として地域活動に参加することなどを通じて、地域や他業種の方々
の視点を理解し、多面的な見方・考え方ができる。

○

9 「令和の日本型学校教育」を踏まえた、新しい時代における教育、学校及び
教職の意義や、 学び続ける教師の重要性について理解している。

○

10 常に自らの学びを省察し、課題を発見し改善に努めることができる。 ○

③ⅰ学校組織マネジメントの意義の理解 B18 B19 B22 11
管理職や同僚等の助言を謙虚に受け止め自己を省察し、成長につなげることが
できる。

○

③ⅱ限られた時間や資源の効果的な活用
B18
修正

B23 B27 B30 12
教師として自己革新への意欲をもち続け、 教育の動向様々な情報を適切に収
集・整理・分析し、社会や学校を取り巻く状況変化 等を踏まえつつ、たゆま
ぬ自己研鑽を行うことができる。

○

③ⅲ学校運営の持続的な改善のための校務への
積極的な参画

B18 B20 B21 B31 13
教育公務員にふさわしい倫理観と規範意識を備え、教育に対する強い使命感・
責任感をもっている。

○

14
高い倫理性のもとに、教育公務員として法令及び服務規律を遵守し、規範意識
をもって職務に専念することができる。

○

④ⅰ自身や学校の強み・弱みの客観的な理解 B8 B19 15
高い倫理性と厳正な服務規律のもとに自らの使命・任務を遂行し、同僚への助
言も行うことができる。【校内研修活性化】

○

16
山形県の教員として、郷土を愛する心をもち、人とのつながりを大切にして、
地域社会においてよりよい学校・園を築こうとしている。

○

17
同僚と協働することの意義を理解 しするとともに、自分の意見を発信しなが
ら問題解決に向けてチームで対応することができる。

○

18
組織の一員として自己の役割を自覚し、限られた時間や資源を効果的に用いつ
つ、学校・園の運営に貢献することができる。

○

19
学校・園を取り巻く状況を把握・分析し、組織の課題を発見することができ
る。

○

20
柔軟な発想と企画力、的確な判断力をもち、全体最適の視点から学校・園の職
務を推進することができる。

○

21
学校・園の運営について、機会を自ら創り出して管理職に意見具申することが
できる。

○

22
組織運営や教科経営に積極的に関わり、学校・園の教育目標の実現に向けて工
夫改善を行うことができる。

○

23
組織全体について、内外の環境要因を広く見渡しながらその特徴をつかみ、強
みを活かした教育活動を展開することができる。

○

24
保護者や地域等との連携の必要性を理解し、円滑かつ迅速に対応することがで
きる。

○

25 学校・園の共通認識のもと、外部の専門機関と連携を図ることができる。 ○

26
保護者、地域、関係機関等、様々な立場の人と協力し、広く情報収集したり、
適切に情報発信したりすることができる。

○

27
外部との調整の実務担当者として、学校・園の課題に応じて人的・物的資源を
活用することができる。

○

28
互いの課題や悩みに気付き、支え合う環境をつくるとともに、経験の浅い教職
員を積極的に支援することができる。【校内研修活性化】

○

29
会議や研修が効率的に行われるように、参加者の意見や積極的な取組みを引き
出すことができる。

○

30
同僚の特性や強みを見取り、それらを活かしたよりよい組織づくりに貢献する
ことができる。

○

31 外部専門家等も含めた「チーム学校」づくりに参画することができる。 ○

若手教員メンターとして、新規採用職員をはじめとする若手教員に対してア
ドバイスやサポート等を行うことができる。

○

32
同僚の教育実践における課題について、学び合う意識をもって助言することが
できる。【校内研修活性化】

○

33
自らの指導及び援助等の技術を公開し、職員のロールモデルであることを自覚
し、後進の育成に当たることができる。【校内研修活性化】

○

34 危機管理の重要性を理解し、危機意識をもって行動しようとしている。 ○

35
危険発生時の対処要領に則り、幼児児童生徒の安全を第一に考えて、事件・事
故、災害への的確な対応ができる。

○

36
安全教育の計画の策定に主体的に参画し、学校・園の安全に関する実践を推進
することができる。

○

37
危険発生時の対処要領の作成に参画し、事件・事故、災害への的確な対応がで
きる。

○

38
パソコンの使用規程などを遵守し、個人情報の保護などの安全管理に努めなが
ら資料を作成したり活用したりすることができる。

○

39 パソコンの使用規程などを整備し、安全管理を徹底することができる。 ○  ○

40
最新のＩＣＴ技術の動向や実態を把握して、安全管理の重要性の啓発を推進す
ることができる。

○

国の指針と県の指標（教諭用B）との対応について

●国の指針で示された「教師に共通的に求められる資質能力」 ●国指針と県指標の対応 領域 能力 項　　　　　　　目 着任時
の姿

始発期 成長期 充実期
組織

運営期

総
合
的
な
人
間
力

年齢にふさわしい
社会力

①「令和の日本型学校教育」を踏まえた新しい時代における教
育、学校及び教職の意義や社会的役割・服務等を理解するととも
に、国内外の変化に合わせて常に学び続けようとしている。

①ⅰ「令和の日本型学校教育」を踏まえた新し
い時代における教育、学校及び教職の意義の理
解

B9
修正

豊かな人間性
・教養

「社会力」　「人間性」　「連絡調整力」

②豊かな人間性や人権意識を持ち、他の教職員や子供達、保護
者、地域住民等と、自らの意見も効果的に伝えつつ、円滑なコ
ミュニケーションを取り、良好な人間関係を構築することができ
る。

②ⅱ他の教職員や子供達、保護者、地域住民等
との円滑なコミュニケーション、良好な人間関
係の構築

B1 B3 B4

B34 B35 B36

B16 B17

教育公務員としての自覚「経営参画意識」

④自身や学校の強み・弱みを理解し、自らの力だけでできないこ
とを客観的に捉え、家庭・地域等も含めた他者との協力や関わ
り、連携協働を通じて課題を解決しようとする姿勢を身に付けて
いる。

④ⅱ家庭・地域等も含めた他者との協力や関わ
り、連携協働を通じて課題を解決しようとする
姿勢

B25 B26 B27

学び続ける姿勢
「経営参画意識」　「チーム運営力」

B8 B24

B2 B10 B11

教職に必要な素養
に主として関する

もの

「教育公務員としての自覚」　「学び続ける姿勢」

③学校組織マネジメントの意義を理解した上で、限られた時間や
資源を効率的に用いつつ、学校運営の持続的な改善を支えられる
よう、校務に積極的に参画し、組織の中で自らの役割を果たそう
としている。

「学校・園の安全管理」

⑤子供達や教職員の生命・心身を脅かす事故・災害等に普段から
備え、様々な場面に対応できる危機管理の知識や視点を備えてい
る。

⑤子供達や教職員の生命・心身を脅かす事故・
災害等に普段から備え、様々な場面に対応でき
る危機管理の知識や視点を備えている。

後輩への指導
・助言力

チ
ー

ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

経営参画意識

B25

連絡調整力

チーム運営力

B37

・着任時の姿：初任時　　　・始発期：１～３年目　　　・成長期：４～１０年目　　　・充実期：１１～２０年目　　　・組織運営期：２１年目～　　

危
機
管
理
対
応
能
力

学校・園の
安全管理

学校・園の
情報管理

若手教員育成の視点を

踏まえ追記【県独自】

学校組織・教職員集

団の視点を踏まえ追

記【県独自】

（ 改正指針及び意見を踏まえ、右側の表 黄色の網掛け部分 のとおり修正 ）

（ ）資料３－１
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●国の指針で示された校長に求められる資質能力（参考資料１） 能　　力

三　公立の小学校等の教員等としての資質の向上に関する指標の内容に関する事項 「指標」への対応状況 項目番号等

　１　学校種・教員等の職等の範囲

（２）

㋐ 教育者としての資質 教育公務員としての自覚 4

㋑ 的確な判断力、決断力 総合的な人間力 管理職としての見識 1

　３　指標の内容を定める際の観点 ㋒交渉力 連携・協働調整力 ②教育委員会等との連携・協働 16

（１）

㋓危機管理 危機管理 ①学校安全管理 ②学校情報管理 18～20 5

《改正指針において掲載されている、校長に特に求められる能力》 6

Ｂ アセスメント能力 学校経営力 ①学校経営目標の設定と達成
            　　　　　　　　→　左記を踏まえ、一部追記

5
修正

Ｃ ファシリテーション能力 連携・協働調整力 ①保護者・地域との連携・協働

　　　　　　　　　　　　　→　左記を踏まえ、一部追記 8

9

10

11

②人材発掘 13

③人事評価 14

②教育委員会等
との連携・協働

16

③開かれた
学校づくり

17

19

②学校情報管理 20

国の指針と県の指標（校長用）との対応について
山形県教員指標　校長用

●国指針と県指標の対応 領域 項　　　　目

Ａ 現行の「指標」において、教員とは別に策定済み  校務をつかさどる校長は、学校組織のリーダーとして、教員の人材育成について、
大きな責任と役割を担っており、教員の自律的な成長を促すべき存在である。研修等
に関する記録を活用した資質の向上に関する指導助言等の場面においても、指導助
言者である教育委員会の服務監督の下、実質的な指導助言者としての役割を担い、
一義的な責任を負う主体である。こうしたことを踏まえ、（Ａ）校長については、教員と
は別に、個別の指標を策定することとする。

2
国や県、市町村教育委員会の教育施策について情報を収集し、広い視野で自校
を取り巻く状況を把握し、教育哲学や理念に基づいた学校経営を行う。

《現行の指針において記載されている、校長に求められている能力》
学び続ける姿勢 3

「令和の日本型学校教育」の実現のため、 自ら研究と修養に励み資質・能力を
磨くとともに、職務上の自らの言動や行動を絶えず省察し、校長としてのマネジメ
ント力等の向上を図る。

教育公務員としての自
覚

4
教育公務員として自ら法令を遵守し、「師表」となるべく誠実かつ厳正に職務を遂
行するとともに、自らを範とする努力を重ね教職員を指導する。

総
合
的
な
人
間
力

管理職としての
見識

1
学校の責任者として、自己管理に努め、職業倫理の模範を示すとともに、豊かな
経験にもとづき、的確で迅速な判断・決断をしリーダーシップを発揮する。

  校長に求められる基本的な役割は、大別して、学校経営方針の提示、組織づくり及び学校
外とのコミュニケーションの３つに整理される。
　これらの基本的な役割を果たす上で、従前より求められている（㋐）教育者としての資質や
（㋑）的確な判断力、決断力、（㋒）交渉力、（㋓）危機管理等のマネジメント能力に加え、こ
れからの時代においては、特に、（Ｂ） 様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する
情報について収集・整理・分析し共有すること （アセスメント）や、（Ｃ）学校内外の関係者の
相互作用により学校の教育力を最大化していくこと （ファシリテーション）が求められる。

経
営
・
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力

学
校
経
営
力

①学校経営目標
の設定と達成

自校の実態と使命を踏まえ、学校が置かれた内外環境に関する情報を収集・整
理・分析、組織内で共有しながら 先見性をもって経営目標を策定し、その実現に
向けて経営戦略を構築する。

学校評価をもとに教育活動や学校運営の状況を的確に把握し、継続的な評価・
改善を行うとともに、積極的な情報発信を行い、説明責任を的確に果たす。

②カリキュラム
マネジメント

7
教育目標の具現化に向けて学校の使命や教職員の実態等を踏まえ、特色を活
かしたカリキュラムの作成・管理・改善にリーダーシップを発揮する。

15
修正

③組織体制づく
り

組織運営にかかわる内部・外部の環境条件を把握し、事務職員、技能職員等の
職務も理解しながら、強みを活かした教育活動の実現に向けた組織づくりを行
う。
「いのち」を大切にし、生命をつなぐ教育を推進するとともに、いじめや不登校等
の生徒指導上の課題に、組織で対応する「チーム学校」づくりに指導性を発揮す
る。

職場内のコミュニケーションを通じて協働性・同僚性・服務規律の高い教職員集
団を育成する。

業務の効率化を図り、ゆとりを生み出すとともに、教職員のメンタルヘルス管理及
びハラスメント防止を進め、良好な職場環境づくりを行う。

人
材
育
成
力

①人材育成 12
教職員一人一人の能力や適性を把握し、チームや学年、教科等によるOJTを推
進するとともに、キャリアステージに応じた外部での研修を促す。

ミドルリーダー・シニアリーダーの育成を図り、管理職にふさわしい人材を発掘す
る。

人事評価について十分に理解を深め、所属職員に対して適切な指導助言を行
う。

連
携
・
協
働
調
整
力

①保護者・地域
との連携・協働

15
保護者、地域の多様な関心やニーズを的確に把握し、学校の教育計画や教育活
動に適切に外部の方の参画を促すなど、連携・協働を推進 するし、学校内外の
関係者の相互作用により学校の教育力を最大化する 。

学校の課題解決に向けて、教育委員会や関係機関と連携・協働する。

地域の自然・歴史・文化・産業等の特色を活かし、郷土愛や地域への参画意識を
醸成するため、家庭・地域に開かれた学校づくりを行う。

危
機
管
理

①学校安全管理

18
危機管理マニュアルの整備や防災教育の充実を図り、事故等の未然防止に向け
平素から職員の危機管理能力を高めるとともに、緊急時の対応においてリー
ダーシップを発揮する。

予算編成の趣旨を踏まえ効果的な予算の執行管理及び公金や諸帳簿の管理を
適切に行うとともに、校舎内外の学校施設の修繕・安全管理を徹底する。

ＨＰ、校内ネットワーク、ソフトウェア等における情報漏洩防止のため、厳正なセ
キュリティ管理を実施する。

☆「指標」 校長用☆
（ 改正指針及び意見を踏まえ、右側の表 黄色の網掛け部分 のとおり修正 ）
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議第 ３ 号 

市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例 

の施行規程の一部を改正する規則の制定について 

市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例の施行規程

の一部を改正する規則を次のように制定する。 

市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例の施行

規程の一部を改正する規則 

 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例の施行規程

（昭和 29年８月県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２中「再任用職員の」を「定年前再任用短時間勤務職員の」に改め、同表の

注書中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「第 28 条の４第１項、

第 28条の５第１項又は第 28条の６第１項若しくは第２項」を「（昭和 25年法律第 261

号）第 22条の４第１項又は第 22条の５第１項」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号。

以下「令和３年改正法」という。）附則第９条第３項の規定により読み替えて適用

する令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第５条

第１項若しくは第３項、令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は令和３年改正法附

則第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された学校職員（市町村立学校職

員給与負担法（昭和�23�年法律第�135�号）第１条に規定する学校職員をいう。）を

いう。）は、改正後の別表第２の注書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみ

なして、同表の規定を適用する。 

提 案 理 由 

定年前再任用短時間勤務制の導入等に伴い、規定を整備するため提案するものであ

る。 

  令和５年３月 15日提出 

山形県教育委員会 

  教育長 髙 橋 広 樹
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市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例の施行規程新旧対照表 

現 行 改 正 案 

別表第２ 別表第２ 

再任用職員の行政職給料表の各級に相当する職務

の級 

定年前再任用短時間勤務職員の行政職給料表の各

級に相当する職務の級 

行政職給

料表区分 

 ７級 行政職給

料表区分 

 ７級 

９級 ６級 
３級 ２級 １級 

９級 ６級 
３級 ２級 １級 

８級 ５級 ８級 ５級 

給料表 ４級 給料表 ４級 

教育職給

料表(２) 

４級 特２

級 １級 
教育職給

料表(２) 

４級 特２

級 １級 

３級 ２級 ３級 ２級 

医療職給

料表(２) 

７級 
４級 

３級 

医療職給

料表(２) 

７級 
４級 

３級 
６級 ２級 １級 ６級 ２級 １級 

５級 ５級 

（注）再任用職員とは、地方公務員法第28条の

４第１項、第28条の５第１項又は第28条の

６第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員をいう。 

（注）定年前再任用短時間勤務職員とは、地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

４第１項又は第22条の５第１項の規定によ

り採用された職員をいう。 
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市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例の 

施行規程の一部改正について 

１ 改正概要 

地方公務員法の一部改正により、地方公務員の定年が 60歳から 65歳まで２年に１歳ず

つ段階的に引き上げられることとなった。併せて現行の再任用制度が廃止となるとともに、

60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職

に採用することができる、定年前再任用短時間勤務制が導入されることとなったため、規

定を整備するもの。 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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議第 ４ 号 

 

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則の制定について 

 

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則を次のように制定する。 

 

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（昭和 40 年４月県

教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項及び第５項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

 第７条第１項第１号及び第２号並びに第２項第１号中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第２号中「再任用職員（地方公務員法

（昭和 25年法律第 261号）第 28条の４第１項、第 28条の５第１項又は第 28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。）」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同条第５項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改め、同条第６項第２号中「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

 第７条の２第１項第１号及び第２号並びに第 11 条中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号。

以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１

項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項

の規定により採用された学校職員（山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例（昭和 27年 12月県条例第 93号）第２条に規定する学校職員をいう。）をい

う。次項において同じ。）は、山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例第３条第２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（次項において「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）とみなして、この規則による改正後の山形県立学
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校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（次項において「新規則」とい

う。）第７条第２項第２号、同条第３項及び同条第６項第２号の規定を適用する。 

３ 暫定再任用職員で令和３年改正法による改正後の地方公務員法（昭和 25 年法律

第 261号。以下「新地方公務員法」という。）第 22条の４第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第３条

第３項並びに第５項、第７条第１項第１号及び第２号、同条第２項第１号及び第２

号、同条第３項、同条第５項第２号、同条第６項第２号、第７条の２第１項及び第

２項並びに第 11条の規定を適用する。 

４ 附則第２項の規定は市町村立学校職員給与負担法（昭和 23 年法律第 135 号）第

１条に規定する学校職員である暫定再任用職員（令和３年改正法附則第９条第３項

の規定により読み替えて適用する令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２

項、令和３年改正法附則第５条第１項若しくは第３項、令和３年改正法附則第９条

第３項の規定により読み替えて適用する令和３年改正法附則第６条第１項若しく

は第２項又は令和３年改正法附則第７条第１項若しくは第３項の規定により採用

された職員をいう。次項において同じ。）について準用する。この場合において、

附則第２項中「（山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」とあるの

は「（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関

する条例（昭和 27 年 12 月県条例第 94 号）第２条において準用する山形県立学校

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」と、「この」とあるのは「市町村立学校

職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則

（昭和 31 年 11 月山形県教育委員会規則第 13 号）第１条の２において準用するこ

の」と読み替えるものとする。 

５ 附則第３項の規定は学校職員である暫定再任用職員で新地方公務員法第 22 条の

４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるものについて準用する。この場合にお

いて、附則第３項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「市町村立学校職

員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和 27 年

12月県条例第 94号）第２条において準用する山形県立学校職員の勤務時間及び休

暇等に関する条例（昭和 27 年 12 月県条例第 93 号）第３条第２項に規定する定年

前再任用短時間勤務職員」と、「新規則」とあるのは「市町村立学校職員給与負担

法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（昭和 31年 11

月山形県教育委員会規則第 13 号）第１条の２において準用する新規則」と読み替

えるものとする。 

    

提 案 理 由 

定年前再任用短時間勤務制の導入等に伴い、規定を整備するため提案するものであ

る。 
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令和５年３月 15日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則新旧対照表 

現 行 改 正 案 

（勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基

準） 

（勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基

準） 

第３条 －略－ 第３条 －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

３ 条例第３条第２項に規定する再任用短時間勤

務職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）

（特別の勤務に従事する学校職員を除く。）の

勤務時間は、１日につき７時間45分以下となる

ように割り振るものとする。 

３ 条例第３条第２項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）（特別の勤務に従事する学校

職員を除く。）の勤務時間は、１日につき７時

間45分以下となるように割り振るものとする。 

４ －略－ ４ －略－ 

５ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、条

例第４条第１項ただし書の規定により、特別の

勤務に従事する学校職員の勤務を要しない日及

び勤務時間の割振りについて別に定める場合に

は、４週間ごとの期間についてこれを定め、当

該期間内に８日（育児短時間勤務職員等、再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

あつては、８日以上）の勤務を要しない日を設

け、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日

を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り

振られる勤務時間が16時間を超えないようにし

なければならない。 

５ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、条

例第４条第１項ただし書の規定により、特別の

勤務に従事する学校職員の勤務を要しない日及

び勤務時間の割振りについて別に定める場合に

は、４週間ごとの期間についてこれを定め、当

該期間内に８日（育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員にあつては、８日以上）の勤務を要しない

日を設け、勤務時間を割り振られた日が引き続

き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤務

に割り振られる勤務時間が16時間を超えないよ

うにしなければならない。 

（年次有給休暇の日数） （年次有給休暇の日数） 

第７条 条例第９条第１項第１号（育児休業条例

第19条又は第31条の規定により読み替えて適用

する場合を含む。次条において同じ。）の県教

育委員会が定める日数は、次の各号に掲げる学

校職員の区分に応じ、当該各号に定める日数（１

日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数）とする。ただし、当該日数が当該

学校職員について労働基準法（昭和22年法律第

49号）に基づき付与すべきこととされる日数を

下回る場合は、同法に基づき付与すべき日数と

する。 

第７条 条例第９条第１項第１号（育児休業条例

第19条又は第31条の規定により読み替えて適用

する場合を含む。次条において同じ。）の県教

育委員会が定める日数は、次の各号に掲げる学

校職員の区分に応じ、当該各号に定める日数（１

日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数）とする。ただし、当該日数が当該

学校職員について労働基準法（昭和22年法律第

49号）に基づき付与すべきこととされる日数を

下回る場合は、同法に基づき付与すべき日数と

する。 

(１) 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務

職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員のうち、１週間ごとの勤務日（条

例第４条第１項及び第２項（育児休業条例第

19条又は第31条の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定により勤務が割り

振られた日をいう。以下同じ。）の日数及び

勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものを

いう。以下同じ。） 20日に斉一型短時間勤

(１) 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務

職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員のうち、１週間ごとの勤

務日（条例第４条第１項及び第２項（育児休

業条例第19条又は第31条の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定により勤

務が割り振られた日をいう。以下同じ。）の

日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であ

るものをいう。以下同じ。） 20日に斉一型
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務職員の１週間の勤務日の日数を５で除して

得た数を乗じて得た日数 

短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５

で除して得た数を乗じて得た日数 

(２) 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤

務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職

員以外のものをいう。以下同じ。） 155時間

に条例第３条第１項又は第２項（育児休業条

例第19条又は第31条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定に基づき定め

られた不斉一型短時間勤務職員の１週間当た

りの勤務時間を38時間45分で除して得た数を

乗じて得た時間数を、１日当たりの平均勤務

時間（４週間ごとの勤務時間を４週間ごとの

勤務日数で除して得た時間（１時間未満の端

数があるときは、これを切り捨てた時間）を

いう。第10条第２項第２号ニ及び同項第４号

において同じ。）を１日として日に換算して

得た日数 

(２) 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤

務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間

勤務職員以外のものをいう。以下同じ。） 155

時間に条例第３条第１項又は第２項（育児休

業条例第19条又は第31条の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定に基づき

定められた不斉一型短時間勤務職員の１週間

当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た

数を乗じて得た時間数を、１日当たりの平均

勤務時間（４週間ごとの勤務時間を４週間ご

との勤務日数で除して得た時間（１時間未満

の端数があるときは、これを切り捨てた時間）

をいう。第10条第２項第２号ニ及び同項第４

号において同じ。）を１日として日に換算し

て得た日数 

２ 条例第９条第１項第２号の県教育委員会が定

める日数は、次の各号に掲げる学校職員の区分

に応じ、当該各号に定める日数とする。 

２ 条例第９条第１項第２号の県教育委員会が定

める日数は、次の各号に掲げる学校職員の区分

に応じ、当該各号に定める日数とする。 

(１) 当該年の中途において新たに学校職員と

なつた者（次号に掲げる学校職員を除く。） 

その者の当該年における在職期間に応じ、次

の表の日数欄に掲げる日数（再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員にあつて

は、その者の勤務時間等を考慮し、県教育委

員会が別に定める日数）（以下この条におい

て「基本日数」という。） 

(１) 当該年の中途において新たに学校職員と

なつた者（次号に掲げる学校職員を除く。） 

その者の当該年における在職期間に応じ、次

の表の日数欄に掲げる日数（定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

つては、その者の勤務時間等を考慮し、県教

育委員会が別に定める日数）（以下この条に

おいて「基本日数」という。） 

 －略－   －略－  

(２) 当該年において職員条例適用職員等（条

例第９条第１項第３号に規定する職員条例適

用職員等をいう。以下この条において同じ。）

となつた者で、引き続き新たに学校職員とな

つたもの 職員条例適用職員等となつた日に

おいて新たに学校職員となつたものとみなし

た場合におけるその者の在職期間に応じた前

号の表の日数欄に掲げる日数から、新たに学

校職員となつた日の前日までの間に使用した

年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて

得た日数（再任用職員（地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第28条の４第１項、第28

条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは

第２項の規定により採用された学校職員をい

う。以下同じ。）及び任期付短時間勤務職員

(２) 当該年において職員条例適用職員等（条

例第９条第１項第３号に規定する職員条例適

用職員等をいう。以下この条において同じ。）

となつた者で、引き続き新たに学校職員とな

つたもの 職員条例適用職員等となつた日に

おいて新たに学校職員となつたものとみなし

た場合におけるその者の在職期間に応じた前

号の表の日数欄に掲げる日数から、新たに学

校職員となつた日の前日までの間に使用した

年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて

得た日数（定年前再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員にあつては、その者の

勤務時間等を考慮し、県教育委員会が別に定

める日数）（県教育委員会が別に定める学校

職員以外の学校職員にあつては、当該日数が
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にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、

県教育委員会が別に定める日数）（県教育委

員会が別に定める学校職員以外の学校職員に

あつては、当該日数が基本日数に満たないと

きは、基本日数） 

基本日数に満たないときは、基本日数） 

３ 再任用職員又は任期付短時間勤務職員であつ

て、当該年において１週間当たりの勤務時間又

は１週間ごとの勤務日の日数の変更があつたも

のその他の県教育委員会が年次有給休暇の付与

日数につき他の再任用職員又は任期付短時間勤

務職員との均衡を考慮する必要があり、かつ、

前２項の規定によりがたいと認めるものに係る

年次有給休暇の日数については、県教育委員会

が別に定める。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時

間勤務職員であつて、当該年において１週間当

たりの勤務時間又は１週間ごとの勤務日の日数

の変更があつたものその他の県教育委員会が年

次有給休暇の付与日数につき他の定年前再任用

短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員との

均衡を考慮する必要があり、かつ、前２項の規

定によりがたいと認めるものに係る年次有給休

暇の日数については、県教育委員会が別に定め

る。 

４ －略－ ４ －略－ 

５ 条例第９条第１項第３号の県教育委員会が定

める学校職員は、次に掲げる学校職員とする。 

５ 条例第９条第１項第３号の県教育委員会が定

める学校職員は、次に掲げる学校職員とする。 

(１) －略－ (１) －略－ 

(２) 条例第９条第３項に規定する学校職員

（以下「臨時的任用職員等」という。）又は

非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員を除く。以下同じ。）であ

つた者であつて引き続き当該年に新たに学校

職員となつたもの 

(２) 条例第９条第３項に規定する学校職員

（以下「臨時的任用職員等」という。）又は

非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。）

であつた者であつて引き続き当該年に新たに

学校職員となつたもの 

６ 条例第９条第１項第３号の県教育委員会が定

める日数は、次の各号に掲げる学校職員の区分

に応じ、当該各号に定める日数とする。 

６ 条例第９条第１項第３号の県教育委員会が定

める日数は、次の各号に掲げる学校職員の区分

に応じ、当該各号に定める日数とする。 

(１) －略－ (１) －略－ 

(２) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 

その者の勤務時間等を考慮し、県教育委員会

が別に定める日数 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮

し、県教育委員会が別に定める日数 

(３) －略－ (３) －略－ 

７ －略－ ７ －略－ 

第７条の２ 次の各号に掲げる場合において、１

週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務

時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が

変更されるときの当該変更の日以後における学

校職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日

に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつ

ては条例第９条第１項第１号又は第２号に掲げ

る日数（以下この項において「付与日数」とい

う。）に同条第２項の規定により当該年の前年

から繰り越された年次有給休暇の日数（以下こ

の項において「繰越日数」という。）を加えて

第７条の２ 次の各号に掲げる場合において、１

週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務

時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が

変更されるときの当該変更の日以後における学

校職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日

に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつ

ては条例第９条第１項第１号又は第２号に掲げ

る日数（以下この項において「付与日数」とい

う。）に同条第２項の規定により当該年の前年

から繰り越された年次有給休暇の日数（以下こ

の項において「繰越日数」という。）を加えて
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得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の

勤務形態を始めた場合において、同日以前に当

該変更前の勤務形態を始めたときにあつては付

与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該

各号に定める率を乗じて得た日数（１日未満の

端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日

とする。以下この項において「調整後の付与日

数」という。）に繰越日数を加えて得た日数か

ら当該年において当該変更の日の前日までに使

用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数と

し、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を

始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日

においてこの項の規定により得られる調整後の

付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める率を乗じて得た日数（１日未満

の端数があるときは、これを四捨五入して得た

日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20

日とする。）に繰越日数を加えた得た日数から

当該年において当該変更の日の前日までに使用

した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とす

る。 

得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の

勤務形態を始めた場合において、同日以前に当

該変更前の勤務形態を始めたときにあつては付

与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該

各号に定める率を乗じて得た日数（１日未満の

端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日

とする。以下この項において「調整後の付与日

数」という。）に繰越日数を加えて得た日数か

ら当該年において当該変更の日の前日までに使

用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数と

し、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を

始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日

においてこの項の規定により得られる調整後の

付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める率を乗じて得た日数（１日未満

の端数があるときは、これを四捨五入して得た

日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20

日とする。）に繰越日数を加えた得た日数から

当該年において当該変更の日の前日までに使用

した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とす

る。 

(１) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員以外の学校

職員が１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日

ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短

時間勤務（以下この条において「斉一型育児

短時間勤務」という。）を始める場合、斉一

型育児短時間勤務をしている学校職員が引き

続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間

勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等

が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時

間勤務（育児休業法第17条の規定による短時

間勤務のうち、１週間ごとの勤務日の日数及

び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であ

るものをいう。次号において同じ。）を終え

る場合 勤務形態の変更後における１週間の

勤務日の日数を当該勤務形態の変更前におけ

る１週間の勤務日の日数で除して得た率 

(１) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外

の学校職員が１週間ごとの勤務日の日数及び

勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である

育児短時間勤務（以下この条において「斉一

型育児短時間勤務」という。）を始める場合、

斉一型育児短時間勤務をしている学校職員が

引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短

時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職

員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型

短時間勤務（育児休業法第17条の規定による

短時間勤務のうち、１週間ごとの勤務日の日

数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一

であるものをいう。次号において同じ。）を

終える場合 勤務形態の変更後における１週

間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前に

おける１週間の勤務日の日数で除して得た率 

(２) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員以外の学校

職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時

間勤務（以下この条において「不斉一型育児

短時間勤務」という。）を始める場合、不斉

一型育児短時間勤務をしている学校職員が引

(２) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外

の学校職員が斉一型育児短時間勤務以外の育

児短時間勤務（以下この条において「不斉一

型育児短時間勤務」という。）を始める場合、

不斉一型育児短時間勤務をしている学校職員
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き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短

時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職

員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児

休業法第17条の規定による短時間勤務のうち

斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 

勤務形態の変更後における１週間当たりの勤

務時間の時間数を当該勤務形態の変更前にお

ける１週間当たりの勤務時間の時間数で除し

て得た率 

が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育

児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤

務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは

育児休業法第17条の規定による短時間勤務の

うち斉一型短時間勤務以外のものを終える場

合 勤務形態の変更後における１週間当たり

の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前

における１週間当たりの勤務時間の時間数で

除して得た率 

(３)～(４)－略－ (３)～(４)－略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

（特別休暇承認の基準） （特別休暇承認の基準） 

第11条 特別休暇の期間については、別表に定め

る基準の範囲内とする。ただし、育児短時間勤

務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員の特別休暇の期間については、そ

の者の勤務日の日数等を考慮し、県教育委員会

が別に定める基準の範囲内とする。 

第11条 特別休暇の期間については、別表に定め

る基準の範囲内とする。ただし、育児短時間勤

務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員の特別休暇の期間について

は、その者の勤務日の日数等を考慮し、県教育

委員会が別に定める基準の範囲内とする。 
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山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部 

改正について 

１ 改正概要 

地方公務員法の一部改正により、地方公務員の定年が 60歳から 65歳まで２年に

１歳ずつ段階的に引き上げられることとなった。併せて現行の再任用制度が廃止と

なるとともに、60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望に

より、短時間勤務の職に採用することができる、定年前再任用短時間勤務制が導入

されることとなったため、規定を整備するもの。 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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議第 ５ 号 

 

   市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等の実施に関し 

県教育委員会が定める職等を定める規則の設定について 

 

市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等の実施に関し県教育委

員会が定める職等を定める規則を次のように制定する。 

 

   市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等の実施に関し県教

育委員会が定める職等を定める規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等に

関する条例（昭和 58年 12月県条例第 37号。以下「条例」という。）第５条並び

に山形県職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例（令和４年 12 月

県条例第 36号。以下「改正条例」という。）附則第 18条第２項及び第 23条の規

定により、県教育委員会が定める職等を定めるものとする。 

（管理監督職に含まれる職） 

第２条 条例第５条の県教育委員会が県人事委員会の承認を得て別に定める職は、

主幹教諭（山形県職員等の給与に関する条例（昭和 32年８月県条例第 30号）第

４条第１項第４号ロに規定する教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち職務

の級特２級にあるものが占める職をいう。）とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（改正条例附則第 18条第２項に規定する県教育委員会が定める職等） 

２ 改正条例附則第 18 条第２項の県教育委員会が県人事委員会の承認を得て別に

定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日（同項に規定する基準日をい

う。以下この項及び次項において同じ。）の前日に設置されていたものとした場

合において、基準日における新条例定年（同項に規定する新条例定年をいう。以

下同じ。）が、基準日の前日における新条例定年（同日が令和５年３月 31日であ

る場合には、改正条例第 13 条の規定による改正前の条例（次項において「旧条

例」という。）第３条に規定する定年に準じた年齢）を超える職（当該職に係る定

年が改正条例第 13条の規定による改正後の条例（以下「新条例」という。）第３

条に規定する定年であるものに限る。）とする。 

(1) 基準日以降に新たに設置された職 

(2) 基準日以降に組織の変更等により名称が変更された職 
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３ 改正条例附則第 18 条第２項の県教育委員会が県人事委員会の承認を得て別に

定める学校職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとし

た場合において、同日における当該職に係る新条例定年（同日が令和５年３月 31

日である場合には、旧条例第３条に規定する定年に準じた年齢）に達している学

校職員とする。 

（改正条例附則第 23条に規定する県教育委員会が定める短時間勤務の職等） 

４ 改正条例附則第 23 条の県教育委員会が県人事委員会の承認を得て別に定める

短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日（同条に規定する基準

日をいう。以下同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日

における定年相当年齢（新条例第 11 条に規定する短時間勤務の職（以下この項

において「短時間勤務の職」という。）を占める学校職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合にお

ける新条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における

定年相当年齢を超える短時間勤務の職（当該職に係る定年相当年齢が新条例第３

条に規定する定年であるものに限る。）とする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

５ 改正条例附則第 23 条の県教育委員会が県人事委員会の承認を得て別に定める

者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合におい

て、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。 

６ 改正条例附則第 23 条の県教育委員会が県人事委員会の承認を得て別に定める

定年前再任用短時間勤務職員は、附則第４項に規定する職が基準日の前日に設置

されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に

達している定年前再任用短時間勤務職員（同条に規定する定年前再任用短時間勤

務職員をいう。）とする。 

 

   提 案 理 由 

管理監督職上限年齢制の導入等に伴い、規定を整備するため提案するものである。 

 

令和５年３月 15日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定年等の実施に関し県教育

委員会が定める職等を定める規則の設定について 

 

１ 概要 

  地方公務員法の改正により、組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運

営に支障が生じるおそれがあるため、管理職に就く職員を原則６０歳で非

管理職に異動させる、管理監督職上限年齢制を設けることとした管理監督

職上限年齢制が導入されることとなったため、規則を整備するもの。 

 

２ 施行期日 

   令和５年４月１日 
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議第 ６ 号 

山形県スポーツ推進計画の計画期間の延長について 

山形県スポーツ推進計画（山形県スポーツ推進計画（平成 25年３月策定）及び山

形県スポーツ推進計画＜後期改定計画＞（平成 30年６月策定）をいう。）中における

文言を下記のとおり読み替えて２年間延長する。 

記 

変更前 変更後 

今後 10年間 今後 12年間 

平成 25年度からの 10年間 平成 25年度からの 12年間 

平成 30年度からの５年間 平成 30年度からの７年間 

提 案 理 由 

山形県スポーツ推進計画の計画期間について、第７次山形県教育振興計画策定に合

わせ２年間延長するため提案するものである。 

令和５年３月 15日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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（参考資料） 

【基本方針】３つの基本方針を連動させながら各施策を着実に実施  

 

 

 

【基本目標】 山形の未来を拓くスポーツ文化の創造  

・プロスポーツの活用、スポーツツ
ーリズムの展開等による地域の賑
わいづくりの推進

・スポーツ施設等の整備と地域資源
の有効活用

・アスリートの県内定着・回帰
及び活躍の場の拡充

・メダリスト育成への支援・強化策の
確立

・ジュニア期からトップレベルに至る
戦略的支援の充実・強化

・スポーツにおける誠実性・健全性・
高潔性（インテグリティ）の向上  

・幼児期から高齢期までライフステージに
応じて楽しめるスポーツ機会の提供

・学校の体育・運動部活動に関する活動の充
実

・スポーツに関わる人材の育成と場の充実

1 生涯を通して楽しめる   

スポーツ活動の推進

 

2 トップアスリート育成に 

向けた支援・強化策の確立  

 

3 スポーツを通した活力 

ある地域社会の実現 

山形県スポーツ推進計画の概要

１ 位置付け 

  山形県スポーツ推進計画は、「山形県スポーツ推進条例（平成 31年３月 15日山形県条

例第 54 号）」により、策定することが定められており、国のスポーツ基本計画を参酌し

て、地方の実情に即したスポーツの推進に関する目標や施策の方向性、具体的な施策を

示すものである。 

２ 計画期間 

平成 25年度からの 10年間（後期改定計画は平成 30年度からの５年間） 

３ 内容等 

平成 25 年３月に本県のスポーツの推進に関する基本的な計画となる「山形県スポーツ

推進計画」（愛称：スポーツやまがたドリームプラン）を策定し、中間年度において計画

の検証と見直しを行い、平成 30年６月に後期改定計画を策定した。 

この計画は、本県が目指すスポーツ推進の基本的な方向性を示すとともに、県や市町村、

関係機関、関係団体等における具体的な取組施策を示したものであり、それぞれに連携・

協力しながら、主体的に本県のスポーツ推進を図ることとしている。 

４ 山形県スポーツ推進計画（後期改定計画）の基本方針 
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議第 ７ 号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 55条第４項の規定に基づ 

く意見に係る臨時専決処理の承認ついて 

山形県議会２月定例会に提案された下記条例の制定について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 55条第４項の規定により山形県

議会議長から意見を求められ、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任

し又は専決させる規則（昭和 31 年 11 月県教育委員会規則第 12 号）第５条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処理したことについて承認する。 

記 

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

提 案 理 由 

山形県議会議長から上記条例の制定にあたり意見を求められ、急施を要したため、

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則第５条

第１項の規定により専決処理したので、同条第２項の規定により承認を求めるため提

案するものである。 

令和５年３月 15日提出 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹 
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議第 号

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

山形県事務処理の特例に関する条例（平成11年12月県条例第36号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第１項の表第15項事務の欄第12号中「第53条第４項」を「第53条第４項、第５項」に、

「第55条第３項各号」を「第55条第３項及び第４項各号」に、「第59条第１項第３号」を「第58条

第２項、第59条第１項第３号」に改め、同欄第13号中「第55条第２項」を「第52条第６項第３号、

第55条第２項」に改め、同表第16項事務の欄中第12号を第14号とし、第11号を第13号とし、同欄第

10号中「届出者」を「届出者等」に改め、同号を同欄第12号とし、同欄中第９号を第11号とし、第

８号を第10号とし、同欄第７号を削り、同欄第６号中「第８条第２項」を「第８条第３項前段」に

改め、同号を同欄第８号とし、同号の次に次の１号を加える。

(9) 法第８条第３項後段の規定による現有旅券の返納の受理

第２条第１項の表第16項事務の欄第５号中「及び第12条第３項」を削り、同号を同欄第６号と

し、同号の次に次の１号を加える。

(7) 法第８条第２項の規定による現有旅券の返納の受理

第２条第１項の表第16項事務の欄第４号の次に次の１号を加える。

(5) 法第３条第５項の規定による現有旅券の確認

第２条第１項の表第43項事務の欄第２号中「公告及びインターネットの利用による公表並びに」

を「公表及び」に改め、同表中第49項を第50項とし、第45項から第48項までを１項ずつ繰り下げ、

第44項の次に次の１項を加える。

45 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101 酒田市及び尾花沢市

号。以下この項において「法」という。）に基づく事務のうち次 （第１号及び第３号に

に掲げるもの 掲げる事務にあって

(1) 法第18条第１項の規定による農用地利用集積等促進計画の認 は、酒田市に限る。）
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可（同条第５項第６号イに規定する土地（同一の事業の目的に

供するため４ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採

草放牧地について権利を取得する行為に係るものを除く。）に

係るものに限る。）

(2) 法第18条第１項の規定による農用地利用集積等促進計画の認

可（同条第５項第６号イに規定する土地に係るものを除く。）

(3) 法第18条第７項の規定による農用地利用集積等促進計画の認

可の通知及び公告（第１号に規定する認可に係るものに限

る。）

(4) 法第18条第７項の規定による農用地利用集積等促進計画の認

可の通知及び公告（第２号に規定する認可に係るものに限

る。）

第２条第２項の表第１項事務の欄第１号中「第12条」を「第11条」に改め、「及び登録した旨又

は登録しない旨の通知」を削り、同欄中第13号を第22号とし、第12号を第21号とし、第11号を第20

号とし、同欄第10号中「第29条」を「第31条第１項」に改め、同号を同欄第16号とし、同号の次に

次の３号を加える。

(17) 法第31条第２項の規定による博物館に相当する施設の指定の取消し

(18) 法第31条第３項の規定による博物館に相当する施設の指定又は指定の取消しの公表

(19) 法第31条第４項の規定による専門的又は技術的な指導又は助言

第２条第２項の表第１項事務の欄第９号中「第27条第２項（法第29条において準用する場合を含

む。）」を「第29条第２項」に改め、同号を同欄第15号とし、同欄第８号中「第27条第１項」を

「第29条第１項」に改め、同号を同欄第14号とし、同欄第７号中「第15条第２項」を「第20条第２

項」に、「抹消」を「抹消及び公表」に改め、同号を同欄第13号とし、同欄第６号中「第15条第１

項」を「第20条第１項」に改め、同号を同欄第12号とし、同欄第５号中「第14条第２項」を「第19

条第３項」に、「通知」を「通知及び公表」に改め、同号を同欄第11号とし、同欄第４号中「第14

条第１項」を「第19条第１項」に改め、同号を同欄第10号とし、同欄第３号中「第13条第２項」を

「第15条第２項」に、「変更登録」を「変更登録及び公表」に改め、同号を同欄第５号とし、同号

の次に次の４号を加える。

(6) 法第16条の規定による定期報告の受理
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(7) 法第17条の規定による報告又は資料の提出の要求

(8) 法第18条第１項の規定による勧告

(9) 法第18条第２項の規定による措置命令

第２条第２項の表第１項事務の欄第２号中「第13条第１項」を「第15条第１項」に、「登録事項

等」を「登録事項」に改め、同号を同欄第４号とし、同欄第１号の次に次の２号を加える。

(2) 法第13条第３項（法第18条第３項及び第19条第２項において準用する場合を含む。）の規

定による意見の聴取

(3) 法第14条第２項の規定による登録の通知および公表

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項の表第43項の改正規定は

公布の日から、同表第16項の改正規定及び次項の規定は同年３月27日から施行する。

２ 改正前の第２条第１項の表第16項に掲げる事務のうち、旅券法の一部を改正する法律（令和４

年法律第33号）附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる一般旅券の査証欄の増

補の申請に係る事務については、なお従前の例による。

提 案 理 由

条例による事務処理の特例として市町村が処理することとする事務の範囲を拡大する等のため提

案するものである。
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根拠法令 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（条例による事務処理の特例） 

第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定め

るところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、

当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び

執行するものとする。 

４ 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府

県委員会の意見を聴かなければならない。 

○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則

（委任する事務）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除きその権限に属する事務を教育長に委任

する。 

(15) 博物館の登録及び登録の取消し並びに博物館に相当する施設の指定及び指

定の取消しに関すること。

（臨時専決処理） 

第５条 教育長は、第２条各号に掲げる事務（前条第１項各号に掲げるものを除く。）

で緊急に処理することを要するものについて、非常災害その他緊急やむを得ない事

情のため教育委員会の会議を開くいとまがないと認められるとき又は教育委員会の

会議を開くことができないときは、専決処理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により専決した事務について、その旨を次の教育委員会の

会議において報告し、その承認を求めなければならない。 
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議第 ８ 号 

博物館法施行細則の一部を改正する規則の制定について 

博物館法施行細則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

博物館法施行細則の一部を改正する規則 

　博物館法施行細則（昭和27年３月県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「第16条」を「第22条」に改める。 

第３条を削る。 

第２条中「第10条の規定による」を「第14条第１項に規定する」に、「別記様式」

を「別記様式第２号」に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

第２条 法第12条第１項に規定する登録申請書の様式は、博物館登録申請書（別記様

式第１号）による。 

第４条及び第５条を次のように改める。 

第４条 法第15条第１項の規定による変更の届出は、博物館登録事項変更届出書（別

記様式第３号）により行うものとする 。 

第５条 法第16条の規定による報告は、博物館定期報告書（別記様式第４号）により、

毎年度９月末日までに提出することにより行うものとする 。 

第５条の次に次の２条を加える。 

第６条 法第20条第１項の規定による廃止の届出は、博物館廃止届（別記様式第５号）

により行うものとする。 

第７条 法第14条第２項、第15条第２項、第19条第３項、及び第20条第２項の規定に

よる公表は、県公報への登載により行うものとする。 

別記様式中「（用紙寸法は、縦 26センチメートル、横 18センチメートルとする。）」

を削り、同様式を別記様式第２号とし、同様式の前に次の１様式を加える。 
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様式第１号 

博 物 館 登 録 申 請 書 

年 月 日 

  山形県教育委員会 殿 

申請者 

申請者の住所又は主たる事務所の所在地 

  博物館法の規定により下記施設を博物館として登録されるよう別添関係書類

を添えて申請します。 

博物館の設置者の名称 

博物館の設置者の住所 

博物館の名称 

博物館の所在地 

設立年月日 

※添付書類

１ 館則（博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営

上必要な事項を定めたものをいう。）の写し 

２ 博物館法に掲げる博物館の登録審査基準に適合していることを証する書類 

別記様式第２号の次に次の３様式を加える。 
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様式第３号 

博物館登録事項変更届出書 

年 月 日 

  山形県教育委員会教育長 殿 

届出人 

届出人の住所又は主たる事務所の所在地 

  博物館の登録事項を変更するので、博物館法の規定により届け出ます。 

博物館の名称 

博物館の所在地 

変更年月日 

変更する内容 

変更する事項 変更前 変更後 

変更する理由 
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様式第４号 

博 物 館 定 期 報 告 書

年 月 日 

  山形県教育委員会教育長 殿 

報告者   

報告者の住所又は主たる事務所の所在地

博物館法の規定により、博物館の運営の状況について報告します。 

博物館の設置者の名称 

博物館の設置者の住所 

博物館の名称 

博物館の所在地 

館長の氏名 

職員数（ 年４月１日現在） 

人（うち館長  人、学芸員 人、その他の職員  人） 

前年度の開館日数 
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様式第５号 

博 物 館 廃 止 届 

年 月 日 

山形県教育委員会教育長 殿 

届出人 

届出人の住所又は主たる事務所の所在地 

博物館を廃止したので、博物館法の規定により届け出ます。 

博物館の名称 

博物館の所在地 

廃止年月日 

廃止した理由 
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附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

博物館法の一部改正に伴い、都道府県の教育委員会の規則で定めることとされてい

る博物館の登録に関し必要な事項の一部を改正するため提案するものである。 

 

令和５年３月15日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 髙 橋 広 樹             
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博物館法施行細則（案）新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 この規則は、博物館法（昭和26年法律

第285号。以下「法」という。）第16条の規定

により、博物館の登録に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

第１条 この規則は、博物館法（昭和26年法律

第285号。以下「法」という。）第22条の規定

により、博物館の登録に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

第２条 法第12条第１項に規定する登録申請書

の様式は、博物館登録申請書（別記様式第１

号）による。 

第２条 法第10条の規定による博物館登録原簿

の様式は、別記様式による。 

第３条 法第14条第１項に規定する博物館登録

原簿の様式は、別記様式第２号による。 

第３条 法第12条の規定により、博物館登録原

簿に登録したときは、その旨を県公報に公示

する。 

 

２ 法第13条第２項の規定により登録事項の変

更登録をしたとき、法第14条の規定により博

物館の登録を取り消したとき又は法第15条第

２項の規定により博物館の登録をまつ消した

ときは前項の規定を準用する。 

第４条 法第11条の規定による登録申請書に

は、博物館の職員名簿及び学芸員の履歴書を

添付しなければならない。 

第４条 法第15条第１項の規定による変更の届

出は、博物館登録事項変更届出書（別記様式

第３号）により行うものとする。 

第５条 法第13条の規定による法第11条第２項

各号に掲げる事項の変更届出のうち、当該年

度における事業計画書及び収支の見積に関す

る書類は４月末日まで、並びに博物館資料の

目録は９月末日及び３月末日現在において翌

月20日までに取りまとめ届け出なければなら

ない。 

第５条 法第16条の規定による報告は、博物館

定期報告書（別記様式第４号）により、毎年度

９月末日までに提出することにより行うもの

とする。 

 

第６条 法第20条第１項の規定による廃止の届

出は、博物館廃止届（別記様式第５号）により

議8-7



行うものとする。 

第７条 法第14条第２項、第15条第２項、第19

条第３項、及び第20条第２項の規定による公

表は、県公報への登載により行うものとする。 

別記 

様式第１号 

別記様式 様式第２号 
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様式第３号 

様式第４号 
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様式第５号 
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〇根拠法 

博物館法 

第二章 登録 

（規則への委任） 

第二十二条 この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都

道府県の教育委員会の規則で定める。 
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